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H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務民間競争入札実施要項 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争のもとで事業者の創意と工夫を適切に反映させる

ことにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すもの

である。 

上記を踏まえ、国土交通省近畿地方整備局（以下「近畿地方整備局」という。）は、H27-30

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務（以下「本業務」という。）について、公共

サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
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１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービ

スの質に関する事項 

 

1.1. 対象施設及び対象業務の概要 

 

1.1.1 対象施設の概要 

(1) 対象施設 

施設名称  国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

○飛鳥区域 

所在地   奈良県高市郡明日香村 

敷地面積（注）  第１期 46.1ha（第 2 期及び第 3 期：H28 年度第 3 四半期以降 59.9ha

予定） 

（注）敷地面積は、平成 26 年 6 月現在 46.1ha（第１期）。平成 28 年第 3 四半期

にキトラ古墳周辺地区の 13.8ha 開園に伴い 59.9ha の予定（第 2 期及び第

3 期）。なお、石舞台地区周辺の県道移設に伴い、対象敷地面積を変更する

場合がある。 

○平城宮跡区域 

所在地   奈良県奈良市佐紀町 

敷地面積（注）  第 3 期 31.8ha 

（注）平成 29 年第 3 四半期に平城宮跡区域約 31.8ha 開園予定（第 3 期）。 

 (2) 施設概要 

対象となる施設は、本公園の供用区域に位置する各公園施設であり、本実施要項表

1-1 及び 1-2 に示すとおりである。 

詳細は、別紙－1「主要公園施設一覧」、別紙－2「主要建築物一覧」及び別紙－3「収

益施設一覧」を参照のこと。 
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表 1-1 主な対象施設一覧（飛鳥区域） 

区域名 
面積 

（ha） 
名称 主要施設 

飛

鳥

区

域 

祝戸 

地区 
7.4 

芝生広場 芝生広場（5,635 ㎡）、多目的トイレ、研修宿泊所祝戸荘※１ 

樹林・園路 東展望台、西展望台、園路、駐輪場、樹林地 

清瀬橋 清瀬橋 

石舞台 

地区 
4.5 

芝生広場 芝生広場（23,287 ㎡）、園路、石舞台古墳※２ 

樹林・園路 休憩所、多目的トイレ、園路、樹林地 

あすか風舞台 多目的休憩所「あすか風舞台」 

休憩所売店 休憩所、売店、多目的トイレ 

駐車場 駐車場、駐輪場 

玉藻橋 玉藻橋 

甘樫丘 

地区 
25.1 

芝生広場 芝生広場（３箇所：17,558 ㎡）、休憩所、トイレ 

樹林・園路 甘樫丘展望台、川原展望台、園路、休憩所、駐輪場、樹林

地 

豊浦休憩所 豊浦休憩所、多目的トイレ、駐輪場 

駐車場 駐車場、多目的トイレ 

高松塚 

周辺地区 
9.1 

国営飛鳥歴史公園館等 国営飛鳥歴史公園館、セミナールーム、管理センター、休

憩所、多目的トイレ、池、国宝高松塚古墳壁画仮設修理施

設※３ 

芝生広場 芝生広場（17,266 ㎡）、園路、高松塚壁画館※１、高松塚古

墳※２、中尾山古墳※２、高松塚古墳仮整備地保存・活用施設

※３ 

樹林・園路 展望台、園路、休憩所、多目的トイレ、樹林地 

駐車場 駐車場、駐輪場 

キトラ 

古墳 

周辺地区 

※6 

13.8 

キトラ古墳周辺環境保全

エリア 

古墳鑑賞広場、樹林地 

檜隈寺跡周辺環境保全 

エリア 

展望所、情報案内施設、駐車場 

歴史体験学習エリア 体験学習館本館※4、体験学習館別館※5、体験学習広場、風

景鑑賞広場、駐車場、駐輪場、池 

歴史的風土保全活用 

エリア 

里地里山体験フィールド、展望広場、体験工房、農体験活

動施設、五穀の畑 

計 59.9   

※下線は利用料金を徴収する施設や物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

注）※１：設置管理許可により（公財）古都飛鳥保存財団が管理している施設であり、本業務の対象外

である。 

  ※２：文化庁等が管理する指定文化財であり、公園区域外（面積には含まれない。）であり、本業

務の対象外である。 

  ※３：設置管理許可により文化庁が管理している施設であり、本業務の対象外である。 

※４：体験学習館本館の一階に位置するキトラ古墳壁画管理施設は文化庁が管理している施設であ

り、本業務の対象外である。 

※５：体験学習館別館の一部に、飲食物販スペースを設置する。 

※６：キトラ古墳周辺地区は、第２期から対象とする。 

※７：このほかに自動販売機を設置する。 
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表 1-2 主な対象施設一覧（平城宮跡区域） 

区域名 
面積 

（ha） 
名称 主要施設 

平城宮跡

区域 
31.8 

建物等復原エリア 園路 

遺構表示エリア トイレ、休憩所、 

第一次朝堂院、第一次朝堂院南面広場、兵部省※１ 

西緑地エリア 復原事業情報館、池 

朱雀大路エリア 朱雀大路、大垣※2 

拠点施設エリア 平城宮跡展示館、池 

計 31.8   

※下線は利用料金を徴収する施設や物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

注）※１：文化庁が管理している施設であり、本業務の対象外である。 

※２：大垣（東側）は奈良市が管理している施設であり、本業務の対象外である。 

※３：平城宮跡展示館内の一部に、飲食物販スペースを設置する。 

※４：平城宮跡区域は、第３期から対象とする。 

※５：このほかに自動販売機を設置する。 

 

 

1.1.2 業務実施日時等 

本公園の業務実施日時等は、本実施要項表 2 に示すとおりである。 

表 2 業務実施日時等 

区 分 内  容 

公園 当公園に休園日は無い。 

飛鳥区域 

国営飛鳥 

歴史公園館・ 

体験学習館 

（本館・別館）・ 

情報案内施設 

4 月 1 日～ 
11 月 30 日    

9：30～17：00 休館日なし 

12 月 1 日～ 
2 月末日     

9：30～16：30 
12 月 29 日～ 
1 月 3 日は休館日 

3 月 1 日～ 
3 月 31 日   

9：30～17：00  休館日なし 

平城宮跡 

区域 

平城宮跡展示館・ 

復原事業情報館 

4 月 1 日～ 
11 月 30 日    

9：00～16：30 休館日なし 

12 月 1 日～ 
2 月末日     

9：00～16：30 
12 月 29 日～ 
1 月 3 日は休館日 

3 月 1 日～ 
3 月 31 日   

9：00～16：30 休館日なし 

※本業務の基本的な実施期間は、1 月 4 日～12 月 28 日、基本的な実施時間は、8:45～17:30 を

想定している。 

※繁忙期、行催事開催時等においては、本業務の受託者（以下「事業者」という。）が近畿地方

整備局に協議し、同意を得た上で早朝・夜間開館を行うことができる。 

※開館期間について、定期点検等の実施により休館が必要な場合は、事業者が近畿地方整備局に

協議し、承諾を得た上で休館とする。 

※飛鳥区域キトラ古墳周辺地区の体験学習館（本館・別館）・情報案内施設は、第２期からの実

施となる。 

※平城宮跡区域は、第３期からの実施となる。 
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1.1.3 入園料 

本公園の入園料及び飛鳥区域の国営飛鳥歴史公園館や体験学習館、平城宮跡区域の

復原事業情報館や平城宮跡展示館の入館料は無料である。 

 

1.1.4 施設目的 

(1) 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園は、奈良県高市郡明日香村に位置する飛鳥区域（国営

飛鳥歴史公園）と奈良市に位置する平城宮跡区域（国営平城宮跡歴史公園）の２つの

区域から構成されている。 

 

(2) 飛鳥区域 

飛鳥区域は、都市公園法第２条第１項第２号の「ロ）国家的な記念事業として、又

は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置す

る都市計画施設である公園又は緑地」に基づく公園（ロ号公園）で文化的遺産の保存・

活用を目的とした国営公園である。昭和４５年、昭和５１年及び平成１３年の閣議決

定に基づき、古代律令国家体制が形成された時代の中心地である飛鳥地方の歴史的風

土と文化財の保存等に関する施策の一環として、公園整備を進めている。 

飛鳥区域の特徴は、飛鳥地方の歴史的風土を保存し活用を図っていくため、必要な

地域について、拠点的な整備を行っていることである。祝戸地区（７．４ha）・石舞台

地区（４．５ha）・甘樫丘地区（２５．１ha）・高松塚周辺地区（９．１ha）・キトラ古

墳周辺地区（１３．８ha）の計５９．９ha からなり、昭和４９年の祝戸地区開園以降、

石舞台・甘樫丘・高松塚周辺地区を順次概成開園、現在４地区（４６．１ha）が概成

開園している。また、キトラ古墳周辺地区は、現在整備を進めており、平成 28 年度開

園予定となっている。 

飛鳥区域は、「日本人の心のふるさと」を基本テーマとして、体験・学習・交流・協

働を通じて、歴史的風土の保存と活用を図り、次世代に継承する公園づくりを行うた

め、以下の４つの運営維持管理方針のもとに総合的に整備、管理・運営を進めている。 

①飛鳥の歴史的風土の適切な維持 

②多様な層の来園者が心地よく過ごせる公園づくり 

③飛鳥の歴史・文化の情報発信 

④参加型の公園づくり 

昭和 49 年度の開園時から平成 25 年度までの入園者数累計は約 3,800 万人であり、

平成 25 年度には約 85 万人の方々に利用されている。 

 

 (3) 平城宮跡区域 

平城宮跡区域は、特別史跡の指定を受けており、平成１０年に世界遺産「古都奈良

の文化財」の構成資産の一つとしてユネスコの世界遺産にも登録され、我が国を代表

する歴史・文化資産である平城宮跡の一層の保存・活用を図ることを目的として、国

と奈良県を中心とした地域が連携して整備し、平成 20 年に「国営飛鳥歴史公園」を「国
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営飛鳥・平城宮跡歴史公園」として都市計画公園を設置する旨の閣議で決定した公園

である。当該閣議決定を踏まえ、平成 29 年度の第一期開園を目指し、公園整備を進め

ている。 

これまで文化庁を中心として、土地が国有化された後、発掘調査・研究、その成果

を活かした建物等復原、遺構表示等の保存整備がなされている。そのため、このよう

な経緯を踏まえ、平城宮跡の国有化された土地の区域を中心に、史跡平城京朱雀大路

跡の区域及びその東西区域並びに特別史跡平城宮跡の南東区域を取り込むこととした

うえで、地形・地物の状況を踏まえた公園としての一体性の確保、整備・管理の容易

さといった点に留意し、公園区域（国営公園区域約 122ha、その他区域約 10ha）が設

定されている。 

平城宮跡区域では、「古都奈良の歴史的・文化的景観の中で、平城宮跡の保存と活

用を通じて、“奈良時代を今に感じる”空間を創出する。」を基本理念として、以下

の４つの基本方針のもとに公園整備を進めている。 

①特別史跡・世界遺産である歴史・文化資産としての適切な保存・活用 

②古代国家の歴史・文化の体感・体験 

③古都奈良の歴史・文化を知る拠点づくり 

④国営公園として利活用性の高い空間形成 

 

事業にあたっては、上記の基本方針のもとに永続的な需要喚起と入園者に対するサ

ービス向上を目指し、一元的に運営維持管理を進めるものである。 

（詳細は、別紙－4「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理基本方針」（以下「基

本方針」という。）を参照のこと。） 

 

1.1.5 対象業務の概要 

(1) 対象業務の構成 

本業務は、委託契約により、本公園において、国営公園設置の意義を踏まえ、その

効用を最大限発揮させるべく、公園の運営維持管理全般について計画立案を行い、目

標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、利用促進のための行催事や

広報宣伝の企画・立案・実施、巡視・保安警備、公園利用者に対するサービスの提供、

利用指導、救急、公園利用者の安全・安心の確保、地域貢献や市民等との協働、他の

施設管理者との連携、建物や工作物等公園施設の維持管理、清掃、植物の育成・維持

管理、収益施設の運営など多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、

適切に進捗管理を行いつつ実施するものである。 

このうち、公園利用者へのサービス向上に資する収益施設については、近畿地方整

備局からの委託費で運営維持管理を行うものではなく、事業者が独立採算で運営維持

管理を行うものである。収益施設におけるサービス提供が、委託費による公園の運営

維持管理と両輪をなす事業として、互いに相乗効果を発揮し、公園利用者にとって利

便性が高く魅力のある公園管理が展開されるよう、事業者の創意工夫を期待するもの

である。 

さらに、委託費で行う業務に加え、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近
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畿地方整備局の許可を受けた上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採

算により臨時の飲食・物販施設等の運営や行催事を行う事業（以下「自主事業」とい

う。）について、効果的に行われることを期待する。 

本業務は、委託費により行う「本業務全体のマネジメント及び企画立案業務」、「施

設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」と、事業者の提案により独立採算で行

う収益施設の運営及び自主事業（以下「収益施設等管理運営業務」という。）により構

成される。 

なお、会計上の注意として、事業者は、委託費を収益施設等管理運営業務の実施に

用いてはならない。ただし、「本業務全体のマネジメント及び企画立案業務」、「施設・

設備維持管理業務」及び「植物管理業務」を実施する上で、収益施設等管理運営業務

と調整する業務については、委託費を充当して差し支えない。 

また、委託費で行う事業と独立採算で行う収益施設等管理運営業務の経理状況に関

する帳簿類は分けて整理し、年度終了毎に決算書類を提出することとする。 

さらに本業務は、利用指導の一環として、都市公園法の許認可に係る前段階の調整、

近畿地方整備局が行う各種行事への対応を実施するなど、行政と連携を行うものであ

る。 

これら多岐にわたる業務は相互に密接に関連するものであり、公園の円滑な運営維

持管理のため、総合的な調整のもとに実施されるものである。 

なお、建設業法上の改築工事、施設保全業務、庁舎清掃業務、庁舎警備業務、光熱

水費の支払い等は本業務には含まれず、近畿地方整備局が別途行う。 

本業務の実施にあたっては、都市公園関係法令等を踏まえた公園管理のための専門

的知識を有し、また一定のサービス水準の維持及び公園利用者の安全確保のため、上

記業務を安定的に行うとともに、事故・災害等緊急事案にも迅速な対応が可能となる

管理体制を整えることが必要である。 

 

 (2) 対象業務項目 

本業務に含まれる対象業務は下記のとおりであり、その業務内容を示す。各業務に

あたっては、公園利用者が安全・快適に利用できるよう、適切に実施することとする。 

 

1) 公園運営維持管理業務（委託費により行う業務） 

① 本業務全体のマネジメント及び企画立案業務 

・本業務全体のマネジメント及び企画立案 

・臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務  

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園ボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

② 施設・設備維持管理業務 

・維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、電気設備、汚水・排水

施設、給水施設、水景施設、その他設備） 

・清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等 

③ 植物管理業務 
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  ・高木管理、中低木管理、林地管理、草地管理、草花管理等（草刈り、施肥、

灌水、剪定等） 

・農空間の管理 等（第２期からの飛鳥区域キトラ古墳周辺地区の農空間が対

象。） 

 

2) 収益施設等管理運営業務（土地使用料等を納めた上で独立採算により行う業務） 

① 収益施設運営業務 

  ・物販施設の運営 

② 自主事業 

  ・臨時飲食・物販施設等の運営 

 

（詳細は、別紙－5「H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務共通仕

様書」（以下「共通仕様書」という。）、別紙－6～8（「H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史

公園運営維持管理業務個別仕様書（本業務全体のマネジメント及び企画立案）」（以下

「個別仕様書（企画立案）」という。）等）、別紙－9「H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史

公園収益施設等管理運営規定書」（以下「管理運営規定書」という。）を参照のこと。） 
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(3) 業務全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本業務全体のマネジメント

及び企画立案業務（統括） 

②施設・設備維持管理業務 

③植物管理業務 

 

【調整】 

④収益施設等管理運営業務 

※収益施設等管理運営業務の
実施には委託費を用いては
ならない（ただし、①～③
の業務を実施する上で、収
益施設等管理運営業務と
【調整】する業務について
は、①～③の業務の一環で
あることから委託費を充当
して差し支えない） 

 
※収益施設等管理運営業務の

実施にあたっては、都市公
園法に基づく設置管理等の
許可を要する。また、施設
使用料、土地使用料または
建物使用料を国に納めなけ
ればならない 

 

【統括】 

【委託契約】 【設置管理許可】 
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1.2. 業務内容 

 

1.2.1 本業務全体のマネジメント及び企画立案業務 

(1)マネジメント 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理

方針の下で、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について

総合的な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとともに、近畿地方整備

局の実施する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、

その他本業務が円滑に行われるための諸業務を行う。（詳細は、別紙－5「共通仕様書」

及び別紙－6「個別仕様書（企画立案）」を参照のこと。） 

 

(2) 企画運営管理 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収するもの等を含む）

や広報宣伝の企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調

整を行う業務である。また、公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもら

うために、利用指導及び利用案内等の公園利用者に対するサービスの提供、公園利用

者の施設予約等の受付、園内巡視、本業務に関わる自動車維持等を行う。（詳細は、別

紙－5「共通仕様書」及び別紙－6「個別仕様書（企画立案）」を参照のこと。） 

 

1.2.2 施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果たされる

よう、日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、利用の

状況に応じて破損個所の軽微な補修又は補充を適切に行う。また、給水施設や電気設

備の使用量を計測し記録を確実に行うとともに、水景施設に関しては、衛生面の安全

を確保するよう、水質管理を確実に行う。（詳細は、別紙－5「共通仕様書」及び別紙

－7「H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務個別仕様書（施設・設備

維持管理）」（以下「個別仕様書（施設・設備）」という。）を参照のこと。） 

 

(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建

物の清掃を行い、常時公園内を清潔にする。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速

やかに園内の清掃を行い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとる。なお、塵芥

は種類ごとに定められた処理方法に従って、適切に処理する。（詳細は、別紙－5「共

通仕様書」及び別紙－7「個別仕様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

1.2.3 植物管理業務 

花修景による演出や、本公園にふさわしい植生管理を行うため、利用状況、景観等

に応じた除草、外来種の除去、芝刈り、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うことにより、

園内の植物が常に良好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用者に怪
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我等がないよう適切な管理を行う。 

また、第 2 期からの飛鳥区域キトラ古墳周辺地区においては、周辺の田園環境との

調和を図るため、地元営農活動と適切な調整を行いながら、水田や畑地などの農空間

の管理を行う。（詳細は、別紙－5「共通仕様書」及び別紙－8「H27-30 国営飛鳥・平

城宮跡歴史公園運営維持管理業務個別仕様書（植物管理）」（以下「個別仕様書（植物）」

という。）を参照のこと。） 

 

1.2.4 収益施設等管理運営業務 

本実施要項 1.2.1～1.2.3 の業務と連携して公園利用者サービスの向上を図るため、

物販施設の収益施設の運営管理を行わなければならない。また、公園の利便性や魅力

をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨時物販施設等

の自主事業を行うことができる。 

具体的には、都市公園法第 5 条、第 6 条または第 12 条の手続きを行った上で、各施

設の施設使用料、土地使用料または建物使用料を近畿地方整備局に支払い、別紙－3

「収益施設一覧」で示す施設の運営管理や、繁忙期における臨時飲食・物販施設等の

運営管理を行い、収益施設等の運営において得た利益は事業者の収入とする。また、

収益施設のうち、必須施設は公園の開園日時に常時営業する施設、裁量施設は公園の

開園日時内で運営日時を事業者が設定し営業する施設である。 

なお、収益施設の利用料金等については、近畿地方整備局と協議の上、周辺類似事

例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。

（収益施設の詳細は、別紙－3「収益施設一覧」及び別紙－9「管理運営規定書」を参

照のこと。）。 
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1.3. サービスの質の設定 

 

本業務の実施にあたり、達成すべき包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）及び個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）は以下のとおりとする。 

 

1.3.1 包括的な質の設定 

本業務に関する包括的な質は本実施要項表 3 のとおりとする。 

 

表 3 包括的な質 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の基本

テーマ「日本人

の心のふるさ

と」・「“奈良時

代を今に感じ

る”空間を創

出」を多くの公

園利用者が実

感できるよう

な公園利用を

可能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

第１期～第３期ごとに飛鳥区域と平城宮跡区域について、以下に示

す達成すべき質を確保する。（平城宮跡区域は第３期から） 

≪第１期：平成 27 年度～平成 28 年度第 2 四半期まで≫ 

・飛鳥区域（概成 4 地区）の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平

成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平成

25 年度の実績平均値：年間 80.7 万人、第 1 四半期 31.4 万人、第

2 四半期 17.4 万人、第 3 四半期 21.6 万人、第 4 四半期 10.3 万人】） 

≪第２期：平成 28 年度第 3 四半期～平成 29 年度第 2 四半期まで≫ 

・飛鳥区域（概成 4 地区）の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平

成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平成

25 年度の実績平均値：年間 80.7 万人、第 1 四半期 31.4 万人、第

2 四半期 17.4 万人、第 3 四半期 21.6 万人、第 4 四半期 10.3 万人】） 

・飛鳥区域（キトラ古墳周辺地区）の年間及び四半期ごとの公園利

用者数（計画利用者数以上【飛鳥区域（キトラ古墳周辺地区）の

計画利用者数：年間 10.6 万人、第 1 四半期 3.7 万人、第 2 四半

期 2.5 万人、第 3 四半期 2.4 万人、第 4 四半期 2.0 万人】） 

≪第３期：平成 29 年度第 3 四半期～平成 30 年度第 3 四半期まで≫ 

・飛鳥区域（概成 4 地区）の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平

成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平成

25 年度の実績平均値：年間 80.7 万人、第 1 四半期 31.4 万人、第

2 四半期 17.4 万人、第 3 四半期 21.6 万人、第 4 四半期 10.3 万人】） 

・飛鳥区域（キトラ古墳周辺地区）の年間及び四半期ごとの公園利

用者数（計画利用者数以上【飛鳥区域（キトラ古墳周辺地区）の

計画利用者数：年間 10.6 万人、第 1 四半期 3.7 万人、第 2 四半

期 2.5 万人、第 3 四半期 2.4 万人、第 4 四半期 2.0 万人】） 

・平城宮跡区域の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平成 24 年

度と平成 25 年度の平城宮跡区域の公園利用者数の実績平均値以

上【平成 24 年度と平成 25 年度の実績平均値：年間 15.3 万人、

第 1 四半期 6.5 万人、第 2 四半期 2.3 万人、第 3 四半期 4.3 万人、

第 4 四半期 2.2 万人】） 

□各年度の年間目標数は、別紙－10 に規定する。 
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利 用 者 満 足 度

の確保 

第１期～第３期ごとに飛鳥区域と平城宮跡区域について、以下に示

す達成すべき質を確保する。（平城宮跡区域は第３期から） 

≪第１期～第２期：平成 27 年度～平成 29 年度第 2 四半期≫ 

・飛鳥区域（概成４地区）の年間及び四半期ごとの公園の運営に関

する「非常に満足」の回答比率※２-1（平成 23 年度～平成 25 年度

実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値：年間

28.7％、第 1四半期 29.0％、第 2四半期 26.4％、第 3四半期 31.0％、

第 4 四半期 27.9％】） 

・飛鳥区域（概成４地区）の年間及び四半期ごとの歴史や文化に関

する情報のわかりやすさに関する「非常に満足」の回答比率※２-2

（平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値以上【平成 23 年度～平

成 25 年度実績平均値：年間 24.4％、第 1 四半期 24.6％、第 2 四

半期 24.1％、第 3 四半期 23.8％、第 4 四半期 25.2％】） 

≪第３期：平成 29 年度第 3 四半期～平成 30 年度第 3 四半期まで≫ 

・飛鳥区域（概成４地区）の年間及び四半期ごとの公園の運営に関

する「非常に満足」の回答比率※２-1（平成 23 年度～平成 25 年度

実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値：年間

28.7％、第 1四半期 29.0％、第 2四半期 26.4％、第 3四半期 31.0％、

第 4 四半期 27.9％】） 

・飛鳥区域（概成４地区）の年間及び四半期ごとの歴史や文化に関

する情報のわかりやすさに関する「非常に満足」の回答比率※２-2

（平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値以上【平成 23 年度～平

成 25 年度実績平均値：年間 24.4％、第 1 四半期 24.6％、第 2 四

半期 24.1％、第 3 四半期 23.8％、第 4 四半期 25.2％】） 

・平城宮跡区域の年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「非常

に満足」の回答比率※2-3（平成 25 年度第 2 四半期～平成 26 年度

第 1 四半期実績値以上【平成 25 年度第 2 四半期～平成 26 年度第

1 四半期実績値；「非常に満足」の回答比率：年間 36.0%、第 1 四

半期 35.0％、第 2 四半期 40.3％、第 3 四半期 35.0％、第 4 四半

期 33.5%】） 

□各年度の年間目標数は、別紙－10 に規定する。 

 

多様な利用 

プ ロ グ ラ ム の

提供 

≪第１期：平成 27 年度～平成 28 年度第 2 四半期≫ 

・歴史学習メニュー・イベントなどの利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数（飛鳥区域（概成４地区）の平成 23 年度～平成 25 年

度実績平均値と同程度以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績平均

値：年間開催回数 24 回，延べ参加人数 1,328 人】） 

≪第２期～第３期：平成 28 年度第 3 四半期～平成 30 年度第 3 四

半期まで≫ 

・歴史学習メニュー・イベントなどの利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数（飛鳥区域（概成 4 地区）の平成 23 年度～平成 25 

年度実績平均値と飛鳥区域（キトラ古墳周辺地区）で試行した開

園前イベントの平成 25 年度実績値の合計と同程度以上【飛鳥区

域（概成 4 地区）の平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値：年

間 24 回，延べ参加人数 1,328 人、飛鳥区域（キトラ古墳周辺地

区）の平成 25 年度実績 5 回、延べ参加人数 460 人、合計 29 回、

延べ参加人数 1,788 人】 

□各年度の年間目標数は、別紙－10 に規定する。 

 

情報受発信 

≪第１期～第３期：平成 27 年度～平成 30 年度第 3 四半期まで≫ 

・マスコミによる報道件数※4（平成 23 年度～平成 25 年度の実績平

均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値：年間 272 件】） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 23 年度～平成 25 年度の実

績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値：年間 150

万件】）※5 

□各年度の年間目標数は、別紙－10 に規定する。 

 

※１：公園利用者数の集計方法は別紙－10 による。 
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※２－１：年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙－11)のＱ-8「飛鳥歴

史公園の利用面での満足度」における全回答者に数に対する「非常に満足」と回答した人の

割合。 

※２－２：年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙－11)のＱ-9「公園に

来られる前の期待の程度と、利用後の感想③歴史や文化に関する情報のわかりやすさ」にお

ける全回答者に数に対する「非常に満足」と回答した人の割合。 

※２－３：年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙－11)のＱ-13「平城

宮跡の満足度」における全回答者に数に対する「非常に満足」と回答した人の割合。 

※３：歴史学習メニュー・イベントなどの利用プログラムのうち、飛鳥地方の文化的遺産の保存と

活用に資する参加・学習・体験・交流型のイベント及び利用プログラムを指す。なお、事例

については、別紙 15 に示すとおり。 

※４：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・財団法人日本新聞協会加盟の新聞・販売や配布エリアが明日香村を超える範囲の雑誌・情

報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１カウントとし、雑誌・情報誌

については、１冊／回につき１カウントとする。但しホームページ等インターネット記事

掲載は除く。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 

※５：国営飛鳥歴史公園ホームページの総アクセス数（ただし、契約関係サイトなど公園事務所作

成部分は除く） 

 

1.3.2 個別業務の質の設定 

次に示す個別業務の質を確保すること。なお、個別業務の質の最低水準は、別紙－5

「共通仕様書」及び別紙－6～9（「個別仕様書（企画立案）」等）による。 

ただし、個別業務の質の最低水準は、企画書（本実施要項 4.2.3 参照）において改

善提案を行うことができる。 

個別業務の質の最低水準と異なる提案を行う場合は理由を示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由を示すこと。 

なお、別紙－6、8 及び 9 のうち、「調査職員が業務計画書（各年度）提出において

精査が必要であると判断した内容については、現地等の業務対象条件を十分に把握・

検討した上で調査職員と事前協議を行うものとする。」については設計変更の対象とす

る。 

 

(1) 本業務全体のマネジメント及び企画立案業務 

1)マネジメント 

多岐にわたる業務について適切な目標を定め、総合的な調整のもと相互連携を保ち

つつ、実施の方法が決定され、さらに、これらの業務を総括し、適切な進捗管理が行

われていること。 

また、本業務が円滑に行われるための諸業務を実施すること。（詳細は、別紙－6

「個別仕様書（企画立案）」を参照のこと。） 

 2) 企画運営管理 

公園利用者の満足度が高いレベルで保たれていることを目的とし、多種多様な公園

利用者のニーズを適切に把握したうえで、指定された業務内容を実施し、公園利用者
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への適切な指導・サービス、利用促進のための行催事、公園ボランティアとの良好な

連携に向けた支援・調整を行うとともに、常時適切な広報、情報発信を行い認知度を

向上すること。（詳細は、別紙－6「個別仕様書（企画立案）」を参照のこと。） 

 

(2) 施設・設備維持管理業務 

1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、電気設備、汚水・排水施設等の性能が常時適切な状態で保たれ

ているとともに、公園利用者の安全が確保されていることを目的とし、指定された

業務内容を実施し、建物、園路広場等の機能及び劣化の状態を調査するとともに、

異常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置が判断・実行されていること。（詳

細は、別紙－7「個別仕様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

2) 清掃 

快適な公園環境が保たれていることを目的とし、指定された業務内容を実施し、

施設内外の汚れを除去し、又は汚れを予防すること。（詳細は、別紙－7「個別仕様

書（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

(3) 植物管理業務 

本公園の意義や役割、機能を踏まえた演出を目的とし、公園全体の利用状況、景観、

季節、及び生物の生育環境等に応じ、自生植物や園芸植物、農作物等の特性にあった

年間管理計画を作成し、植物が常に良好な状態にあること。（詳細は、別紙－8「個別

仕様書（植物）」を参照のこと。） 

 

(4) 収益施設等管理運営業務 

公園利用者へのサービス向上を目的とし、公園管理の包括的・統一的な管理のもと、

公園運営維持管理業務との連携調整を図りながら、公園利用者の利便性が高まり、安

全・快適かつ清潔な環境が保たれていること。また、自主事業を行う場合は、公園の

利便性や魅力をより一層高めるよう適切に行うこと。（詳細は、別紙－9「管理運営規

定書」を参照のこと。） 

 

1.3.3 創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、事業者の創意工夫を反映し、本公園が国民に提供

する空間・サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率の向上、経費削減等）に努

めるものとする。 

 

(1) 企画提案 

事業者は、別途定める様式に従い、本公園が国民に提供する空間・サービスの包括

的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の向上の観点から、以下の事項を提案し企画書（本

実施要項 4.2.3 参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履

行の義務を負うものとする。また、業務計画書の承諾にあたり、近畿地方整備局が実

施を認めない提案がある場合は、その実施前までに代替案を検討するよう指示するこ
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とがある。この場合でも、原則として、企画書に記載した目標の変更は認めない。 

① 目標とする公園利用者数の確保に関する提案 

② 利用者満足度の確保に関する提案 

③ 公園特性を生かした植物管理に関する提案 

④ 公園特性及び資源、施設を生かした運営管理に関する提案 

⑤ 多様な利用プログラムの提供に関する提案 

⑥ 情報受発信に関する提案 

⑦ 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案 

⑧ 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案 

⑨ 緊急時及び非常時の対応に関する提案 

⑩ 自主事業に関する提案 

⑪ 収益施設の運営に関する提案 

 

(2) 各業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案 

事業者は、下記に示す業務の最低の水準（本実施要項 1.3.2 参照）として示された

仕様書に対し、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法

等を示すとともに、最低水準が確保できる根拠等を提示し企画書（本実施要項 4.2.3

参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履行の義務を負う

ものとする。 

① 本業務全体のマネジメント及び企画立案業務 

② 施設・設備維持管理業務 

③ 植物管理業務 

④ 収益施設等管理運営業務 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所を示すとともに、改善提案で変更を

提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。ただし、業務計画

書の承諾にあたり、近畿地方整備局が提案の実施を認めない場合がある。 

 

(3) 収益施設運営実績書及び計画書 

事業者は、各収益施設の運営実績および運営計画を具体的に記述し「収益施設運営

実績書」（様式１－９）及び「収益施設運営計画書」（様式３）を提出すること。 

 

1.3.4 モニタリング方法 

近畿地方整備局は、包括的な質及び個別業務の質について、その実施状況を確認す

るため、業務実施前に事業者が作成した業務計画書をもとに、その達成状況について

本実施要項表 4 に示すモニタリング調査を実施する。なお、モニタリング調査の結果

は、近畿地方整備局により公表されることがある。 
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表 4 モニタリング調査 

 

主要事項 達成すべき質 モニタリング方法 実施者 

公 園 利 用 者

数の確保 

・飛鳥区域（概成４地区）の

年間及び四半期ごとの公園

利用者数 

・飛鳥区域（キトラ古墳周辺

地区）の年間及び四半期ご

との公園利用者数 

・平城宮跡区域の年間及び四

半期ごとの公園利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 

※公園利用者数の集計方法は別

紙－10 による。 

近畿地方

整備局 

利 用 者 満 足

度の確保 

・年間及び四半期ごとの公園

の運営に関する「非常に満

足」の回答比率 

・年間及び四半期ごとの歴史

や文化に関する情報のわか

りやすさに関する「非常に

満足」の回答比率 

 

・アンケート調査（４回以上／

年） 

近畿地方

整備局 

多 様 な 利 用

プ ロ グ ラ ム

の提供 

・歴史学習メニュー・イベン

トなどの利用プログラムの

開催回数、延べ参加人数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方

整備局 

 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数 ・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方

整備局 

・ホームページの総アクセス

件数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方

整備局 

個別業務 

の質 

・「1.3.2個別業務の質の設定」

に記載した内容の確保 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方

整備局 

近畿地方整備局は、公園利用者を対象として、別紙－11「公園の利用に関するアン

ケート調査」にある調査票によりアンケート調査を年間 4 回以上（実施月の平日・休

日各２日）実施する。サンプル数は飛鳥区域において年間で 4,000 件程度、平城宮跡

区域において年間 1,000 件程度とし、アンケート調査は、各地区それぞれにおいて、

対面式で行う予定である。 

 

 

1.3.5 委託費の支払い方法 

(1) 公園運営維持管理業務 

a) 事業者は、提出した業務計画書に基づいて、公園運営維持管理業務を実施すること

により、包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）の最低水準を確保しなければならない。 

b) 近畿地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１

日から翌年３月３１日まで）を基準とし、委託費を支払うものとし、その支払いは

適正な請求書を受理した日から起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、

包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保されていない場合は、風水害その他
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の事業者の責に帰することが出来ない事由によるものを除き、適切に業務を行うよ

う改善の指示（業務の履行中を含む。）を行うこととし、事業者は要因分析を行い、

業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

c) 各年度の委託費の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の委託費の支払

の限度額のいずれか低い額とする。 

d) 会計法第２２条、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」

という。）第５８条に基づく協議が整った場合において、事業者は委託費の使用状況

について調査職員等の確認を受けた上で、業務計画書及び各年度別四半期別必要経

費内訳書に基づいて、各年度の四半期における所要額として委託費の概算払を四半

期毎に請求できる。ただし、業務の改善の指示があった場合には、事業者は要因分

析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半期の概算払いに

係る委託費の請求はできないものとする。 

e) 事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成し

た業務計画書をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の

場合には、委託費の減額は行わない。 

f) 包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合に実施する改善業務の場

合は、委託費の増額の対象としないものとする。 

 

(2) 収益施設等管理運営業務 

収益施設や自主事業の運営において得た利益は事業者の収入とし、各施設の施設使

用料、土地使用料または建物使用料（詳細は、別紙－9「管理運営規定書」を参照のこ

と。）を近畿地方整備局に支払うものとする。施設使用料、土地使用料または建物使用

料については、許可後、歳入徴収官近畿地方整備局総務部長が発行する納入告知書に

より、納入告知から２０日以内に納入しなければならない。（別紙－9「管理運営規定

書」を参照のこと。） 

なお、近畿地方整備局は、経済情勢の変動その他特に必要があると認める場合には、

施設使用料、土地使用料または建物使用料を改定することができる。 

 

1.3.6 費用負担等に関するその他の留意事項 

(1) 消耗品等 

本業務を実施するにあたり、別紙－5「共通仕様書」及び別紙－6～9（「個別仕様書

（企画立案）」等）に記載のあるものを除き、公園利用者が使用する消耗品、本業務を

行ううえで事業者が使用する消耗品や付属品については支給しない。また、近畿地方

整備局から貸与する物品（詳細は、別紙－12「提供施設及び提供物品調書」を参照の

こと。）については、事業者の責めに帰すべき事由により損害した場合は原状復旧を事

業者の負担により行った上で、近畿地方整備局へ返却するものとする。この場合、原

状復旧に要する費用に委託費を充当することはできない。 

 

(2) 光熱水費 

近畿地方整備局は、事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費を無償で提供す
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るものとする（収益施設等管理運営業務の実施に係るものを除く。）。 

光熱水費については、基本的に園内に係わる全ての使用について、一括して供給会

社より請求されるため、事業者は調査職員（本実施要項 8.1.4 参照）の指示に従い、

以下の作業を行うものとする。 

① 個別にメーターを設置するなど、収益施設等管理運営業務の実施にかかるものの

使用量が切り分けられるようにし、調査職員の指示する日に各メーターを確認し、

毎月の使用量の集計表を作成するものとする。 

② 近畿地方整備局、事業者、その他の光熱水費を負担すべきものの詳細な負担金額

計算を行ない、その明らかにした算定表を、集計表とともに調査職員に指示され

た期日までに提出するものとする。 

③ その他、光熱水費の使用から支払に至る諸般の事務処理について、調査職員の指

示に従い、また協力するものとする。 

 

(3) 法令等変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から②

のいずれかに該当する場合には近畿地方整備局が負担し、それ以外の法令変更等によ

る増加費用及び損害については事業者が負担する。 

① 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、行政基準等の制定又は改廃 

② 消費税（地方消費税を含む）その他の税制度（法人税その他事業者の利益に課さ

れる税に関するものを除く。）の税率及び課税対象の変更並びに税制度（事業者の

利益に課される税に関するものを除く。）の新設 

 

(4) 収益施設等管理運営業務に関する留意事項 

収益施設等管理運営業務に関し、企画書において提案された内容については、当該

事業が公園利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合があるため、本

業務の契約段階で近畿地方整備局に協議するものとする。 

事業者が近畿地方整備局との協議の後に、自主事業を実施する場合には、あらため

て近畿方整備局から必要な許可を得なければならない。その際、事業者は近畿地方整

備局に対して土地使用料または建物使用料を納める必要がある場合がある。 
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(5) 事業者と近畿地方整備局の責任分担 

事業者と近畿地方整備局の責任分担は、本実施要項表 5 に示すとおりとする。 

 

表 5 事業者と近畿地方整備局の責任分担 

項目 
近畿地方

整備局 

事業者 

 
 

運営維

持管理 

収益 

施設 

 内   容    

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理し

ている施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 近畿地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

物品の管理 

苦情・要望対応 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者から

の苦情、訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

苦情・要望対応 

事故・災害時対

応 

上記以外の場合 ○   

本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

事故・災害時対

応 

物価変動 

上記以外の場合 ○   

人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開館日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の

修繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管

理が不適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以

下この表において「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合か

つ※年間修繕費用 468 万円（税抜き）を超えない場合（上

記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費

用（上記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉館とする場

合には、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒

体制以上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この

表において「②」という。）により公園施設に著しい損害を

受けた場合に、公園施設を一時閉館するなどして行わなけ

ればならない施設、設備等の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉館とする場合に

は、対応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への

損害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を

与えた場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による

公園利用者の怪我等） 

 ◎ ◎ 

公園利用者への

損害 

第三者への損害 

共通仕様書第 27 条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与え

た場合 
 ◎ ◎ 

第三者への損害 
上記以外の場合 ○   
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※年間修繕費用（468 万円（税抜き））は、軽微な維持管理修繕（点検を除く）に要した費用の平成

23 年～平成 25 年の実績平均と現在の状況を踏まえた額を飛鳥区域（概成４地区）で見込んでいる。 

なお、平成 28 年度第 3 四半期から管理対象となる飛鳥区域キトラ古墳周辺地区と、平成 29 年度第

3 四半期から管理対象となる平城宮跡区域については、運営維持管理業務の開始前に近畿地方整備

局と協議して定めるものとする。実績は、別紙－13「修繕履歴」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

(6) 資料等の作成・提出の指示 

本業務の遂行上、必要に応じて近畿地方整備局は事業者から業務状況を把握するた

めの資料及び資料に付随するデータの作成及び提出を指示することがある。事業者が

近畿地方整備局に対して提供した資料及び資料に付随するデータの著作権（本業務の

成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じたもの並びに事業者に権利が帰

属しないものを除く。）はすべて、事業者に属する。ただし、事業者は、近畿地方整備

局に対して、本業務の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用

させる。 

 

(7) 広報・行催事経費について 

広報・行催事経費への委託費の支出にあたっては、本公園の設置趣旨を踏まえ、公

園の広報・行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高く、利用者全体

に係わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要な経費に限るものとする。 
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２．実施期間に関する事項 

 

本業務の実施期間は、以下のとおり予定している。 

平成 27 年 4 月 1 日～平成 31 年 1 月 31 日 

 

但し、以下の場合、実施期間中であっても、契約を打ち切る場合がある。 

a) 近畿地方整備局の検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保され

ておらず、適切に業務を行うよう改善の指示（業務の履行中を含む。）を行ったにも

かかわらず、事業者が業務改善計画書の提出を怠る、あるいは、承諾に足り得ない、

または改善内容の履行が十分に図られないなど、本業務の履行が著しく困難と判断

されるとき。 

b) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

c) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

d) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになっ

たとき。 

e) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき。 
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３．入札参加資格に関する事項 

 

3.1. 入札参加資格について 

 

入札参加者に要求される資格は以下のとおりである。 

a) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと。 

b) 予決令第 70 条の規定に該当する者でないこと。 

c) 予決令第 71 条の規定に該当する者でないこと。 

d) 開札日において、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

近畿地域の競争参加資格を有する者であること（本実施要項 4.2.2 に示す申請書類

（以下「申請書類」という。）の提出期限において、現に競争参加資格を有するか、

競争参加資格申請書が受理されていることが確認できること。なお、本実施要項 4.1.

に示す「企画書・収益施設運営計画書の受付期限」に競争参加資格の認定がなされ

ない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効と

なる。） 

e) 申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局から指名停止

を受けていないこと。 

f) 他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準の

いずれかに該当する関係がないこと。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)親会社と子会社の関係にある場合 

ｲ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしｲ)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｲ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

g) 競争の公正性を害すると判断される場合には、当該対象公共サービスに係る業務に

関与する者でないこと。 

h) 近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会の委員又は委員が属する

事業者でないこと。 

i) 守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 

j) 国営飛鳥歴史公園事務所で実施した「平成 25 年度国営飛鳥歴史公園管理水準調査

他業務」、「平成 25 年度平城宮跡歴史公園管理・運営基本計画業務」、「平成 25 年度

国営飛鳥歴史公園利用実態モニタリング業務」、「平成 25 年度平城宮跡歴史公園利用

者満足度等調査業務」に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の

出向・派遣元並びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

  なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け（測
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量、地質調査業務も含む）をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」

とは本実施要項 3.1.f)①・②に該当することをいう。 
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3.2. 企業の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、業務内容に応じて次頁に示す「表

6 企業の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の確認は、申

請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 6 企業の業務実績等に関する要件 

  ①本業務全体のマネジメ

ント及び企画立案業務 

②施設・設備維持管理業務 ③植物管理業務 ④収益施設等管理運営業務 

  ・本業務全体のマネジメン

ト及び企画立案業務に

必要な要件 

・施設・設備維持管理業務

に必要な要件 

・植物管理業務に必要な要件 ・収益施設等管理運営業務に必要な要件 

業務実

績※1 

下記に示す業務（平成 16年度以降に完了した履行期間が概ね 12ヶ月以上の業務に限る）において１件以上の実績を有していること

（申請書類提出時において実施中の業務にあっては、平成 27 年 3 月 31 日までの業務実績を含む） 

  下記の1)～2)のいずれか

を対象とした業務全体の

マネジメント及び企画立

案業務（本実施要項1.2.1

参照）の実績を１件以上有

すること 

下記の1)～2)のいずれか

を対象とした施設・設備維

持管理業務（本実施要項

1.2.2参照）の実績を１件

以上有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対

象とした植物管理業務（本実

施要項1.2.3参照）の実績を１

件以上有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対象とした収

益施設等管理運営業務（本実施要項1.2.4

参照）の実績（収益施設のうち、いずれか

１種類以上の運営を行った実績）を１件以

上有すること 

  1)都市公園の種別として、地区公園、特殊公園、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 

2)レクリエーション施設※2 又は観光・商業施設※3 で、園地管理※4 を行っている施設 

 注意

事項 

共同体等の代表者等の中

心的役割を担った業務の

みを実績とする 

共同体等の一員（代表者以外）としての実績も認める 

保有 資

格者 

  １級造園施工管理技士を１名

以上有する法人であること 

 

※1：業務実績は、契約書等により実績が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該企業が実施した業務分のみが実績となる。） 
※2:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供

しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 
※3:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模

ホテル、複合ショッピングセンター等) 
※4：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か

つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。）  
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3.3. 配置予定者の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する配置予定者は、業務内容に応じて次頁に示す

「表 7 配置予定者の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の

確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 7 配置予定者の業務実績等に関する要件 

  ①本業務全体のマネジメント及び
企画立案業務の業務責任者(総括
責任者) 

②施設・設備維持管理業務の業務
責任者 

③植物管理業務の業務責任者 ④収益施設等管理運営業務の業務
責任者 

業 
務 
の 
経 
験
※
1 

 下記に示す同種又は類似業務（平成 16 年度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）の経験を有すること（申請書類提出
時において実施中の業務にあっては、平成 27 年 3月 31 日までの業務経験を含む） 

同
種
業
務
の
経
験 

下記の1)～2)のいずれかを対象とし
た業務全体のマネジメント及び企
画立案業務（本実施要項1.2.1参照）
の実績を有し、かつ、下記のｱ)～ｳ)
のいずれかの経験を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対象
とした施設・設備維持管理業務
（本実施要項1.2.2参照）に関す
る業務の実績を有し、かつ、施
設・設備維持管理業務に関する下
記のｴ)又はｵ)のいずれかの経験
を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対
象とした植物管理業務（本実
施要項1.2.3参照）に関する業
務の実績を有し、かつ、植物
管理業務に関する下記のｴ)又
はｵ)のいずれかの経験を有す
ること 

下記の1)～2)のいずれかを対象と
した収益施設等管理運営業務（本
実施要項1.2.4参照）に関する業務
の実績（収益施設のうち、いずれ
か１種類以上の運営を行った実
績）を有し、かつ、収益施設等管
理運営業務に関する下記のｴ)又は
ｵ)のいずれかの経験を有すること 

1)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 
2)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地管理※6を行っている施設 

 
ｱ)延べ２年以上の総括責任者※2 の
経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者※3 の
経験 

ｳ)総括責任者※2または業務責任者
※3の経験を有し、かつ技術士（建
設部門：都市及び地方計画）また
は技術士（総合技術監理部門：建
設）の資格を有する者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類
似
業
務
の
経
験 

下記の4)～5)のいずれかを対象とし
た業務全体のマネジメント及び企
画立案業務（本実施要項1.2.1参照）
の実績を有し、かつ、下記のｱ)～ｳ)
のいずれかの経験を有すること 
又は、下記の3)～5)のいずれかを対
象としたマネジメント、企画運営管
理、施設・設備維持管理業務、植物
管理業務、収益施設等管理運営業務
（本実施要項1.2.1(1)、(2)、1.2.2
～1.2.4参照）のいずれかに関する業

下記の4)～5)のいずれかを対象
とした施設・設備維持管理業務
（本実施要項1.2.2参照）に関す
る業務の実績を有し、かつ、施
設・設備維持管理業務に関する下
記のｴ)又はｵ)のいずれかの経験
を有すること 

下記の4)～5)のいずれかを対
象とした植物管理業務に関す
る業務（本実施要項1.2.3参
照）の実績を有し、かつ、植
物管理業務に関する下記のｴ)
又はｵ)のいずれかの経験を有
すること 

下記の4)～5)のいずれかを対象と
した収益施設等管理運営業務（本
実施要項1.2.4参照）に関する業務
の実績（収益施設のうち、いずれ
か１種類以上の運営を行った実
績）を有し、かつ、収益施設等管
理運営業務に関する下記のｴ)又は
ｵ)のいずれかの経験を有すること 
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務の実績を有し、かつマネジメント、
企画運営管理、施設・設備維持管理
業務、植物管理業務、収益施設等管
理運営業務のいずれかに関する下記
のｲ)又はｳ)のいずれかの経験を有す
ること 

3)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 
4)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 
5)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地管理※6を行っている施設 

 
ｱ)延べ３年以上の総括責任者※2 の
経験 

ｲ)延べ４年以上の業務責任者※3 の
経験 

ｳ)延べ１年以上の総括責任者※2ま
たは延べ２年以上の業務責任者※
3の経験を有し、かつ技術士（建設
部門：都市及び地方計画）または
技術士（総合技術監理部門：建設）
の資格を有する者 

ｴ)延べ３年以上の業務責任者※3 の経験 
ｵ)延べ４年以上の業務経験 

資格 － － １級造園施工管理技士 － 
実施
体制 

・業務責任者※3 は、平成27年４月１日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係があるものであること。企画書
の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用関係にあること（雇用関係にあることを約束する念書等（任意書式）で確認す
る）。なお、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。 
・共同体にあっては、上記①の総括責任者※2 は代表企業に所属する者とすること。 
・総括責任者及び総括責任者以外の業務責任者は、原則、実施期間中専任（※7）とする。なお、病気・死亡等の事情によりやむを得ず総括

責任者又は総括責任者以外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するもの
とし、予め近畿地方整備局の承諾を得るものとする。 

・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。また、業務責任者※3 は他業務の業務責任者※3 を兼務することができ
る。 

・開園期間中は、上記①～④の業務責任者のうち、少なくとも 2 名以上が勤務する体制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務に
ついては、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記①～④が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。な
お、やむを得ず業務責任者を 2 人以上勤務する体制をとることが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記①～④の業務が迅
速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。（ただし、やむを得ない事由により事前に承諾を
得られない場合を除く。） 

・主な業務従事（勤務）場所は、国営飛鳥歴史公園管理センターまたは（仮称）国営平城宮跡歴史公園管理センターとすることを想定して
いる。 
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※1：業務実績は、契約書等により実施が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務のみが実績となる。） 
※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。収益施設等管理運営業務を行う場合及び収益施設等管理運営

業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託
費の支出は認めない。 

※3:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務と
の従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。なお、複数の業務分野について全体的に総括する立
場の者を補佐する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。 

※4:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供
しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 

※5:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模
ホテル、複合ショッピングセンター等)  

※6：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か
つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。） 

※7:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の
締結後、業務を開始するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。
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3.4. 共同体での入札について 

 

本業務は、本実施要項 3.2.で定める要件を満たす単体企業で構成される共同体により

実施することも可能とする。 

共同体で本業務を実施する場合、代表企業は、本業務全体のマネジメント及び企画立

案業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等管理運営業務を包括的に

管理すること。 

 

a) 入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかに

するものとする。 

ｱ) 本業務全体のマネジメント及び企画立案業務 

ｲ) 施設・設備維持管理業務 

ｳ) 植物管理業務 

ｴ) 収益施設等管理運営業務 

b) 入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・

契約手続きを行うこととする。代表企業は、上記 a) ｱ) 本業務全体のマネジメント

及び企画立案業務を担当する企業とする。 

c) 入札参加者は、共同体として参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、共同

体を構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、近

畿地方整備局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。 

d) 共同体の代表企業及び構成員は、本実施要項 3.1.a)から j)の全ての要件を満たす

こと。 

e) 参加に際しては、代表企業及びその他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表

企業の役割を他の構成員が代替・保証する旨を明記した協定書を作成し、申請書類

と併せて提出すること。 
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４．入札に参加する者の募集に関する事項 

 

4.1. 入札の実施手続及びスケジュール（予定） 

 

① 公告                ：平成 26 年 7 月下旬 

② 現場見学可能期間          ：平成 26 年 8 月上旬～平成 26 年 8 月下旬 

③ 入札等に関する質疑応答       ：平成 26 年 7 月下旬～平成 26 年 8 月下旬 

④ 申請書類の受付期限         ：平成 26 年 9 月上旬 

⑤ 競争参加資格の確認結果の通知    ：平成 26 年 9 月中旬 

⑥ 企画書・収益施設運営計画書の受付期限：平成 26 年 10 月上旬 

⑦ ヒアリング             ：平成 26 年 10 月下旬 

⑧ 評価                ：平成 26 年 10 月下旬 

⑨ 入札                ：平成 26 年 11 月下旬 

⑩ 開札                ：平成 26 年 11 月下旬 

⑪ 落札予定者の決定          ：平成 26 年 12 月中旬 

⑫ 契約締結              ：平成 26 年 12 月下旬 

※ 現場見学とあわせて関連資料を閲覧することができる。ただし、閲覧資料は検討過

程のものであり、本業務の実施条件として提示するものではない。 

※ 現場見学は予約制とする。公平性を保つため質問については後日文書により対応す

る。 
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総
合
評
価 

H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務 一般競争（総合評価落札方式） 

手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園法第 5 条の許可 

業務計画書の提出及び承諾 

都市公園法第 5 条に基づく許可の申請

収益施設運営計画書の提出期限 

入札手続きフロー 収益施設運営手続きフロー 

収益施設運営実績書の提出期限 

公告 

契約締結 

入札 

評価 

ヒアリング 

企画書の受付期限 

競争参加資格の確認結果の通知 

申請書類の受付期限 

開札・落札予定者の決定、通知 
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4.2. 入札実施手続 

 

4.2.1 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、本件業務に係る入札

金額（ただし、収益施設等管理運営業務に要する費用は含まない。）を記載した書類（以

下「入札書」という。）、申請書類並びに、企画書及び収益施設運営計画書（以下、「企

画書等」という。）を提出する。 

上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費（収益施設等管理運営業務に要

する費用は含まない）の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

なお、提出された申請書類及び企画書等は、競争参加資格の確認、企画書等の評価

以外に提出者に無断で使用しない。 

 

4.2.2 申請書類の内容 

① 競争参加資格確認申請書（様式１－１） 

② 企業の業務実績（様式１－２） 

※面積、植栽地、トイレ、休憩所を管理していたことが証明できる資料（契約書

の写し、施工図面、空中写真、地形図等） 

※図面等で植栽地、トイレ、休憩所を管理していたことが証明できない場合は、

図面等と照合できる現地写真を添付すること。 

※実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。 

③ 業務責任者の業務実績（様式１－３） 

※面積、植栽地、トイレ、休憩所を管理していたことが証明できる資料（契約書

の写し、施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。 

※図面等で植栽地、トイレ、休憩所を管理していたことが証明できない場合は、

図面等と照合できる現地写真を添付すること。 

※企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書等

（任意書式）を添付すること。 

※必要とされる資格を証明する書類の写しを添付すること。 

④ 守秘性に関する要件（様式１－４） 

※守秘義務に関する規程を定めた社則等を添付すること。 

⑤ 業務実施体制（様式１－５） 

※組織図（業務実施のための管理機構）を添付すること。（任意書式） 

⑥ 実施方針（様式１－６） 

※年間業務計画書を添付すること。（任意書式） 

⑦ 再委託または下請負の予定（様式１－７） 

⑧ 必要とされる資格を証明する書類の写し（様式１－３に添付のこと） 

⑨ 申請書類提出時に雇用関係が無い場合の念書等（任意書式） 

⑩ 業務経験証明書（様式１－８） 

⑪ 収益施設運営実績書（様式１－９） 

⑫ 共同体で参加する場合の協定書の写し 
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⑬ 欠格事由該当性の審査に必要な資料である入札参加事業者等確認書（様式 1-10） 

 

4.2.3 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５．で示す総合評価を受けるために、

次の事項を記載する。なお、標準評価項目等の詳細については本実施要項表 9 を参照

のこと。 

① 表紙（様式２－１） 

② 企画提案 

ｱ) 目標とする公園利用者数の確保に関する提案（様式２－２－１） 

ｲ) 利用者満足度の確保に関する提案（様式２－２－２） 

ｳ) 公園特性を生かした植物管理に関する提案（様式２－２－３） 

ｴ) 公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案（様式２－２－４） 

ｵ) 多様な利用プログラムの提供に関する提案（様式２－２－５） 

ｶ) 情報受発信に関する提案（様式２－２－６） 

ｷ) 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案（様式２－２－７） 

ｸ) 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案（様式２－２－８） 

ｹ) 緊急時及び非常時の対応に関する提案（様式２－２－９） 

ｺ) 自主事業に関する提案（様式２－２－10） 

ｻ) 収益施設の運営に関する提案（様式２－２－11） 

なお、本業務開始初年度から実施しない提案事項については、開始年月を記載

すること。開始年月の記載のない提案は初年度から実施するものとする。また、

企画提案によって設計数量を変更する場合には、必ず③の改善提案も行うこと。 

③ 改善提案（様式２－２－12） 

業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案を行う場合、提案を行

う内容を明確にし、提案を行う理由、提案の内容・数量、提案による質の維持向

上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）を具体的に示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合には、該当工種と変更数量、変更

が可能な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所をそれぞれ示すこと。改

善提案で変更を提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。 

 

4.2.4 収益施設運営計画書 

様式３「収益施設運営計画書」を提出する。 

 

4.2.5 ヒアリングの実施 

a) 企画書に関するヒアリング 

ヒアリングでは、実施方針および企画書等に記載された事項について質疑応答を行

う。また、ヒアリングにより、提案が実現可能な内容であるかを確認し、評価項目の

得点に反映させる。 

ア 実施場所：近畿地方整備局 

イ 実施期間：別途通知 
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ウ ヒアリング時間：別途通知 

エ 出席者：総括責任者の出席を必須とし、業務責任者の出席も認める。 

 

4.2.6 その他 

a) 競争参加資格の確認及び企画書等の評価は、申請書類及び企画書等の資料提出期限

の日をもって行うものとする。 

b) 申請書類及び企画書等の資料作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

c) 近畿地方整備局は、提出された申請書類及び企画書等の資料を、競争参加資格の確

認、企画書等の評価以外に提出者に無断で使用しない。 

d) 提出された申請書類及び企画書等の資料は、返却しない。 

e) 提出期限以降における申請書類及び企画書等の資料差し替え及び再提出は認めな

い。 

f) 落札者予定者は、様式１－１０（第８面）の一覧表に示す住民票の写し等を提出す

るものとする。詳細は様式１－１０を参照すること。 
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５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象

公共サービスを実施する者の決定に関する事項 

 

事業者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、本業務に係る企画書及び業

務実施内容の審査・評価は、近畿地方整備局が行うが、客観性を確保するため、第三者

の有識者で構成される近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会の意見

を聴取し、評価を行うものとする。 

なお、入札参加者は企画書と同時に、収益施設運営計画書を提出し、落札後、都市公

園法第 5 条第 1 項に基づく公園施設の設置管理許可申請を行わなければならない。 

 

5.1. 事業者決定にあたっての質の評価項目の設定 

 

事業者を決定するための評価は、提出された企画書等の内容が本業務の目的・趣旨に

沿って実行可能なものであるか（基本項目審査）、また、効果的なものであるか等（提

案項目審査）について行うものとする。（本実施要項表 8 を参照のこと。） 

 

5.1.1 基本項目審査 

基本項目審査においては、入札参加者に対して、本実施要項表 9 の基本項目につい

て審査を行う。各項目ごとに業務が可能な最低水準を満たしている場合には基礎点を

与える（基礎点計 50 点）。さらに、実施体制に係る項目においては、最低水準を超え

る部分についてその内容に応じ得点を与える（加算点計 10 点）。なお、最低水準を１

つでも満たしていない項目がある場合は失格とする。 

 

5.1.2 提案項目審査 

提案項目審査においては、基本項目審査の全ての項目で業務が可能な最低水準を満

たした入札参加者に対して、本実施要項表 8 の提案項目について審査を行う（加算点

計 145 点）。 

様々な公園施設の維持管理と収益施設等の運営を一元的に行うことが必要であり、

サービス水準（質）の向上や公園利用者の安心安全を確認することを目的としている。

なお、提案内容については、具体性、実現性があり、当該公園において適切かつ効果

的なものであるか等、妥当性について総合的な観点から審査し得点を与える。各加算

点の数値はサービスの質の向上の観点から重要度に応じて配点している。 
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表 8 標準評価項目及び得点配分 

項

目 
区分 

項

番 
評価項目 

得点配分 
様式 

基礎点 加算点 

① 
基
本 

項
目 
 

業務共通 

 

１）実施体制 
1 

各業務の業務水準が維持される体制であるか 
（共同体で参加する場合、代表企業又は代表者と構成員の

連携が可能な体制であるか） 

0/10 0～5 

様式 
1-2～ 
1-8 

2 提案された内容が実現可能な体制であるか 0/10 0／5 

２）業務に対する認
識 

3 
本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられて
いるか 

0/10 ― 

4 
本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっ
ているか 

0/10 ― 

３）現行基準レベル
の質の確保の実態 

5 
各業務の提案内容は、近畿地方整備局の要求水準（実施要
項1.3.1 及び1.3.2）が確保されているものとなっているか 

0/10 ― 

様式 

2-2-1 
～ 

2-2-12 

② 

提
案
項

目 

企画提案 

 

１）目標とする公園

利用者数の確保 
6 

本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数の目標を各年

度設定の上、その公園利用者数確保に向け、具体性、実現
性があり、本公園として妥当性のある提案が示されている
か。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって評

価を行う。） 

― 0～15 
様式 

2-2-1 

 

２）利用者満足度の

確保 
7 

年間及び四半期ごとの公園の運営に関する満足度の目標を

各年度設定の上、その満足度数の確保に向け、具体性、実
現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されてい
るか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって

評価を行う。） 

― 0～15 
様式 

2-2-2 

 
３）公園特性を活か

した植物管理 
8 

本公園の植生、生態系、景観等を踏まえ、周辺環境と調和
しつつ公園内の自然・歴史資源等を活用した魅力のある花

修景や風景の演出について、具体性、実現性があり、本公
園として妥当性のある提案が示されているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-3 

 

４）公園特性及び資
源、施設を生かした
運営管理 

9 

地域の案内や歴史に関する学習といった本公園の機能を発
揮させるため、史跡等歴史資源を活用しながら、「国営飛
鳥歴史公園館」や「体験学習館」、「復原事業情報館」、

「平城宮跡展示館」等の施設の維持管理方法について、具
体性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示
されているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-4 

 

５）多様な利用プロ
グラムの提供 

10 

本公園の意義や役割、機能を踏まえ、また本公園の様々な
資源等を活用した利用プログラムの開催回数と延べ参加人
数の目標を各年度設定の上、多くの公園利用者が参加、体

験、交流できる自然、農、歴史文化等に関する多様な利用
プログラムの実施について、具体性、実現性があり、本公
園として妥当性のある提案が示されているか。（目標値と

具体性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 
2-2-5 

 

６）情報受発信 11 

マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を各

年度設定の上、本公園が提供するサービス内容や公園の魅
力等に関する広報宣伝・情報の受発信について、具体性、
実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて

いるか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもっ
て評価を行う。） 

― 0～10 
様式 
2-2-6 

 

７）地域との連携活

動・市民との協働活
動 

12 

周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築について、具体性、実現性があり、
本公園として妥当性のある提案が示されているか。また、
ボランティアやNPO団体との連携方策及びボランティア活

動の充実・継続について、具体性、実現性があり、本公園
として妥当性のある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 
2-2-7 

 

８）公園利用者等の
安全を確保する管

理手法 

13 

本公園の特性を踏まえた上で、公園利用者の安全・安心を
確保する施設管理及び運営管理について、具体性、実現性
があり、本公園として妥当性のある提案が示されているか。

また、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、
ソフト面でのユニバーサルデザイン対応について、具体性、
実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて

いるか。さらに、公園スタッフ（職員、臨時職員、アルバ
イト、その他関係従事者）に関する事故を未然に防ぐ取組
について、具体性、実現性があり、本公園として妥当性の

ある提案が示されているか。 
 

― 0～15 
様式 
2-2-8 
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９）緊急時及び非常

時の対応 
14 

具体的な緊急事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提
案されているか。また、トラブル時や緊急時に円滑に対応

し、かつ被害を拡大させないためのハード面・ソフト面で
の対応策について、具体性、実現性があり、本公園として
妥当性のある提案が示されているか。さらに、繁忙期にお

いて、混乱回避のための対応策について、具体性、実現性
があり、当公園として妥当性のある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 

2-2-9 

 

10）自主事業の提案 15 

自主事業の実施内容について公園の目的・魅力の向上の観

点から、具体性、実現性があり、本公園として妥当性のあ
る自主事業の方法が示されているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-10 

 
11）収益施設の運営

に関する提案 
16 

公園利用者ｻｰﾋﾞｽの質的な向上に向けた運営について、具体
性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示さ
れているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-11 
様式 3 

 従来の実施方法に対する改善提案 

 １）各業務の最低水

準（現行基準）とし
て示された仕様書
に対する、改善提案 

17 
質の維持・向上に関する提案があり、実施について具体的
な方法が明記されているか。また、それらを実施可能な体

制であるか。 

― 0～10 
様式 

2-2-12 

合計得点 0～50 0～155  
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5.2. 事業者決定にあたっての評価方法 

 

5.2.1 事業者の決定方法 

a) 入札参加者は、「価格」及び「企画書」をもって入札をし、予決令第 79 条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記 5.2.2 総

合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札

者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

b) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格（予定価格

に 10 分の 6 を乗じて得た額）を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものと

する。 

c) 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせ

て落札者を決める。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない

ときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き事業者を決定

するものとする。 

 

5.2.2 総合評価の方法 

(1) 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は以下のとおりとする。 

提出された書類に係る本実施要項表 8 により得られた技術評価点と当該入札者から

求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

（評価値）＝（価格評価点）＋（技術評価点） 

(2) 価格評価点の算出方法 

価格点の評価方法は以下のとおりとする。 

（価格評価点）＝（価格点）×（１－（入札価格）／（予定価格）） 

なお、価格点は 30 点とする。 

(3) 技術評価点の算出方法 

企画書の内容に応じ、本実施要項表 8 の評価項目毎に評価を行い、技術点を与える。 

なお、技術評価点の最高点数は 60 点とする。 

（技術評価点）＝60×（技術点）／（技術点の満点） 

なお、本業務における技術点の満点は 205 点（基礎点 50 点＋加算点 155 点）とする。 

 (4) 基本項目審査の評価方法 

基本項目審査については、本実施要項表 9 の評価基準を満たしているかによって評

価する。 

表 9 実施体制の様式 1-5-2 の加算点は、提案内容に対する具体性、実現性等を総合

的に勘案して、原則として本実施要項表 10 の３段階評価に基づいて評価をする。 
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表 9 基本項目審査の評価基準 

区分 評価項目 評価基準 

実施体制 

各業務の業務水準が維持さ

れる体制であるか。 

（共同体で参加する場合、代

表企業又は代表者と構成員

の連携が可能な体制である

か） 

提案する運営内容に対して提案する職務区分・人数

が適切に明示されている。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－２） 

 ・迅速かつ円滑な意志決定及び臨機の対応等の体

制に関し、緊急時等においても混乱なく対応で

きる水準を超えた優れた提案がなされている。

（組織面、費用面の対応が適切に明示されてい

る。） 

提案された内容が実施可能

な体制であるか。 

提案する職務区分ごとに休憩時間、休日を考慮した

労働時間の設定が行われている。 

現地体制及び繁忙期の現地を支援する本社等の体

制（責任体制、現地体制）を含め適切に明示されて

いる。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－３） 

 ・緊急時における代替性等の確保の観点から、申

請書類の提出期限の日時点で、申請した総括責

任者以外に同一企業内に表7に示す総括責任者

の業務実績を有している者（代替総括責任者）

が1名以上在籍し、申請した総括責任者に事故

等があった場合、速やかに配置できる体制が確

保されている。なお、代替総括責任者は、本業

務の実施期間中、専任規定のある工事又は業務

には従事することはできない。（本業務は除く） 

業務に対する

認識 

本業務の目的を理解し、計画

的な業務の実施が考えられ

ているか。 

年間業務計画（様式１－６添付）に記載された業務

内容が、仕様書に定める業務内容と適合している。 

本業務を確実に実施するた

めの基本的な方針が明確と

なっているか。 

企画書に記載された実施方針が仕様書に定める基

本方針と適合している。 

現行基準レベ

ルの質の確保

の実態 

各業務の提案内容は、要求水

準（本実施要項1.3.1及び

1.3.2）が確保されているも

のとなっているか。 

仕様書に定める管理水準を満足させる企業の業務

実績、配置予定者の業務経験の明示があり、これら

を踏まえた様式２－２－１～２－２－12の提案内

容について実現性が高いものとなっている。 
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(5) 提案項目審査の評価方法 

提案項目審査は以下のとおりとする。 

提案項目審査の企画提案のうち、包括的な質に関する提案項目については、提案し

た数値（目標値）とその実現性について、それぞれ評価を行い、その合計点を評価点

とする。ただし、実現性が乏しい場合は目標値が高くても加算しない（０点）ものと

する。 

上記以外の提案項目審査は、提案内容に対する具体性、実現性、実施体制との整合

等を総合的に勘案して原則として本実施要項表 10 の３段階評価に基づいて評価する。

なお、①関係法令に違反する提案、②使用料等を増減させる提案、③開園日時を変更

させる提案（主催イベントなど仕様書で明示してあるものは除く）については、内容

の如何に問わず評価しないものとする。 

表 10 基本項目審査及び提案項目審査における評価基準と評価係数 

評価基準 評価係数 

優 
全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされ

ている。 
配点×1.00 

良 
一定の評価ができる提案がなされているが、特に優れた提案はなされてい

ない。 
配点×0.50 

可 特に評価すべき提案が見られない。 配点×0.00 

 

5.2.3 留意事項 

近畿地方整備局は、事業者が決定したときは、遅滞なく、事業者の氏名若しくは名

称、落札金額、事業者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及

び実施方法の概要について公表するものとする。 

 

5.3. 初回の入札で事業者が決定しなかった場合の取り扱いについて 

 

初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札

を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、入札条件

を見直し、再度公告入札に付することとする。 

再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に必要

な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施

することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以

下「監理委員会」という。）に報告するものとする。 
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６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事

項 

 

従来の実施状況に関する情報は、別紙－12～24 のとおりである。 
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７．事業者に使用させることができる国有財産に関する事項 

 

7.1. 施設 

 

別紙－1「主要公園施設一覧」、別紙－2｢主要建築物一覧｣、別紙－3「収益施設一覧」に

よる。 

 

7.2. 設備 

 

a) 使用できる設備については、本業務に関係する建物・設備全てとする（別紙－12「「提

供施設及び提供物品調書」を参照のこと）。 

b) 本業務に支障を来さない範囲において、事業者は施設内に本業務に必要な機器・設

備等を持ち込むことができるものとするが、持ち込んだ機器・設備については適切な

管理を行うこと。 
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８．事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等

に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他

の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により事業

者が講ずべき措置に関する事項 

 

8.1. 報告について 

 

8.1.1 業務計画書の協議と承諾 

別紙－5「共通仕様書」による。 

8.1.2 業務責任者及び業務の関係者 

別紙－5「共通仕様書」による。 

8.1.3 業務報告書 

別紙－5「共通仕様書」による。 

8.1.4 検査・監督体制 

事業者からの報告を受けるにあたり、調査職員の検査・監督体制は次のとおりとす

る。 

(1) 調査職員 

① 総括調査員 

国営飛鳥歴史公園事務所長 

② 主任調査員 

国営飛鳥歴史公園事務所調査設計課長（代表） 

③ 調査員 

国営飛鳥歴史公園事務所工務第一課長 

国営飛鳥歴史公園事務所工務第二課長 

国営飛鳥歴史公園事務所総務課長 

国営飛鳥歴史公園事務所建設監督官 

 

(2) 検査・監督体制 

a) 事業者は、各年度ごとの業務を完了したときは、遅延なく、当該年度の完了報告書、

精算報告書及び委託費経費内訳報告書、残存物件報告書（以下「完了報告書等」と

いう）に成果物を添えて、近畿地方整備局に提出すること。 

b) 近畿地方整備局は、事業者からの成果物、完了報告書等を受理したときは、その日

から 10 日以内に支出負担行為担当官近畿地方整備局長が指定した職員により検査

を行うものとする。 

 

8.2. 調査への協力 

 

a) 調査職員は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認め

る時は、事業者に対し、当該管理業務の状況に関し必要な報告を求め、又は事業者の

事務所等に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
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は関係者に質問することができる。 

b) 立ち入り検査をする調査職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26 条第 1

項に基づくものであることを事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示するものとする。 

 

8.3. 指示について 

近畿地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、法第 27 条第１項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとる

べきことを指示できるものとする。 

 

8.4. 秘密の保持 

 

事業者は、本業務に関して調査職員が開示した情報等（公知の事実等を除く）及び業

務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのため

の必要な措置を講ずること。事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

若しくはその職員その他本業務に従事していた者は業務上知り得た秘密を洩らし、又は

盗用してはならない。これらの者が秘密を洩らし、又は盗用した場合には、法第 54 条

により罰則の適用がある。 

 

8.5. 個人情報の取り扱い 

 

別紙－5「共通仕様書」第６章による。 

 

8.6. 契約に基づき落札業者が講ずべき措置 

 

8.6.1 業務の開始及び中止 

a) 事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しな

ければならない。 

b) 事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、予め近畿

地方整備局の承諾を受けなければならない。 

 

8.6.2 公正な取り扱い 

a) 事業者は、本業務の実施にあたって、公園利用者を合理的な理由なく区別してはな

らない。 

b) 事業者は、公園利用者の取り扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有

無等により区別してはならない。 

 

8.6.3 金品等の授受の禁止 

事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな

い。ただし、収益施設等管理運営業務として行う場合など、近畿地方整備局から許可
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等を受けた業務を行う上で必要な場合を除く。 

 

8.6.4 法令の遵守 

事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなければな

らない。 

 

8.6.5 安全衛生 

事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

8.6.6 記録・帳簿書類等 

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や会計に関する帳簿書類を、

本業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5 年間保管しな

ければならない。 

なお、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第 4 条に基づく行政文書の開

示請求がなされた場合、同法第 5 条に基づく不開示情報の確認を行った上で、第 6 条

による部分開示や第 7 条による公益上の理由による裁量的開示を確認し、開示方法を

明らかにし、第 9 条に基づき事務処理上の困難その他正当な理由があるときを除き、

開示請求のあった日から 30 日以内に情報を開示する必要がある。そのため、開示請求

の対象が事業者の保有する記録・帳簿書類等の場合、事業者は、情報公開に速やかに

対応しなければならない。 

 

8.6.7 権利の譲渡 

本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及

び実用新案権等の無体財産権については、近畿地方整備局が承継するものとする。ま

た、事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に

譲渡してはならない。 

 

8.6.8 権利義務の帰属等 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、事業者は、

その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

 

8.6.9 一般的損害 

本業務を行うにつき生じた損害（本実施要項９．に記載した損害を除く。）について

は、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、近畿地方整備局の責に

帰すべき事由により生じたものについては、近畿地方整備局が負担する。 

 

8.6.10 再委託または下請負の取り扱い 

a) 事業者（共同体を含む。）は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託

してはならない。 
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b) 事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則と

して予め企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託す

る業務の範囲、再委託または下請負を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業

務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載しなければならな

い。 

 

なお、本業務における主たる部分を再委託することはできない。本業務における主

たる部分は、次のとおりとする。 

 

・業務における総合的計画立案、業務遂行管理、救急・災害時の統括管理、各業務

手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意思決定を行うための技術的判断

等 

 

c) 事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に

関する事項を明らかにしたうえで近畿地方整備局の承諾を受けなければならない。

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

d) 事業者は、上記 b)及び c)により再委託を行う場合には、事業者が近畿地方整備局

に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、本実施要項 8.4.

及び 8.6.に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、

再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

e) 上記 b)から d)までに基づき、事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合

は、すべて事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべ

き事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う

ものとする。 

 

8.6.11 契約解除 

近畿地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

a) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかにな

ったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが

明らかになったとき。 

 

8.6.12 契約解除時の取り扱い 

a) 上記 8.6.11 に該当し、契約を解除した場合には、近畿地方整備局は事業者に対し、

当該解除の日までに当該サービスを契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支

給する。 
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b) この場合、事業者は、契約金額から上記 a)の委託費を控除した金額の 100 分の 10

に相当する金額を違約金として近畿地方整備局の指定する期間に納付しなければな

らない。 

c) 近畿地方整備局は、事業者が前項の規定による金額を近畿地方整備局の指定する期

日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払いのあった日

までの日数に応じて、年 100 分の 5 の割合で計算した金額を延滞金として納付させ

ることができる。 

d) 近畿地方整備局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。 

 

8.6.13 契約内容の変更 

近畿地方整備局は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。こ

の場合において委託費又は実施期間を変更する必要があるときは、近畿地方整備局及

び事業者は協議し、書面によりこれを定めるものとする。 

 

8.6.14 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と近畿地方整備局

が協議するものとする。 

 

8.6.15 業務計画書の提出 

事業者は、契約締結日の 14 日前までに業務計画書を提出し、その内容について近畿

地方整備局と協議の上、承諾を得なければならない。 

 

8.6.16 業務計画書の変更 

業務計画書を変更しようとするときは、変更後の業務計画書について近畿地方整備

局と協議を行い、近畿地方整備局の承諾を得なければならない。この場合、委託費等

の契約内容の変更の必要がある場合は、近畿地方整備局と協議し書面にてこれを定め

るものとする。 

 

8.6.17 業務の引き継ぎへの対応 

契約が完了する場合、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が

指示する者に対し、誠意を持って、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。

引継ぎにあたっては、共通仕様書第 42 条に規定する必要な資料の作成及び提出を行い、

必要な説明等を行うものとする。ただし、契約が引き続き締結され、当該業務を継続

する場合はこの限りではない。 

 

8.6.18 業務評定について 

本業務においては近畿地方整備局が、毎年度業務終了後に当該年度の業務評定（以

下、「単年度評価」という）を実施するとともに、３年目の業務終了後に３年間を通し

ての業務評定（以下、「３箇年評価」という）を実施する。評定については事業者に通
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知し、近畿地方整備局ホームページ等により公表するものとする。（詳細は、別紙－２

５「業務評定」を参照のこと。） 

なお、評定については、本公園の国営公園運営維持管理業務の次回入札時における

評価事項の一つとし、単年度評価が２回以上「不可」の実績となり、かつ３箇年評価

が「不可」の場合、本公園の次回入札時において、5.1. 表９評価項目及び得点配分の

加算点の合計得点から 15 点を減点する。 
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９．事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合

において、その損害の賠償に関し契約により事業者が負うべき責任（国家

賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合

における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項 

 

本契約を履行するにあたり、事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事す

る者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場

合には、次に定めるところによる。 

 

a) 近畿地方整備局が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償を

行ったときは、近畿地方整備局は事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額

（当該損害の発生について近畿地方整備局の責めに帰すべき理由が存する場合は、

近畿地方整備局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求

償することができる。 

b)事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、

当該損害の発生について近畿地方整備局の責めに帰すべき理由が存するときは、事

業者は近畿地方整備局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の

責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 
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１０．対象公共サービスに係る法第 7 条第 8 項に規定する評価に関する事項 

 

10.1. 調査方法 

 

近畿地方整備局は、事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施さ

れるように、実施状況の調査を行うものとする。 

 

10.2. 実施状況に関する調査の時期 

 

近畿地方整備局は、10.3 の調査項目に関する内容について、内閣総理大臣が評価（平

成 30 年 1 月を予定）を行うに当たり必要な情報を収集するため、本業務の実施状況に

ついて平成 29 年 9 月 30 日時点における状況を調査する。 

 

10.3. 調査方法及び項目 

 

本実施要項「1.3. サービスの質の設定」により設定した事項。 

 

10.4. 近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会への報告 

 

近畿地方整備局は、上記の調査についてとりまとめた本業務の実施状況等について、

上記の評価を行うために、平成 29 年 12 月を目途に内閣総理大臣及び監理委員会に提出

するものとする。近畿地方整備局は、本業務の実施状況等を提出するに当たり、近畿地

方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 
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１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

 

11.1. 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

 

近畿地方整備局は、事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業

務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第 26 条及び法第 27 条に基づく報告聴取、

立ち入り検査、指示等を行った場合は、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概

要等を監理委員会へ報告することとする。 

 

11.2. 近畿地方整備局の監督体制 

 

1) 本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立ち会い、

指示その他の適切な方法によって行うものとする。 

2) 本業務の実施状況に係る監督は、本実施要項 8.1.4 により行う。 

 

11.3. 事業者が負う可能性のある主な責務等 

 

11.3.1 罰則等 

a) 次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30 万円以下の罰金に処され

ることとなる。 

・本実施要項 8.1.による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項

8.1.4 による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

・正当な理由なく、本実施要項 8.3.による指示に違反した者 

b) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記 b)の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記 b)の刑を科されることとなる。 

 

11.3.2 会計検査について 

事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき、又は②同

法第 23 条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査

院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実施検査

を受けたり、同院から直接又は近畿地方整備局を通じて、資料・報告書等の提出を求

められたり質問を受けたりすることがある。 
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様式1-1
 
 

（提出様式１－１） 
 

競争参加資格確認申請書 

 
 

平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 近 畿 地 方 整 備 局 長 殿 

  

 

                     住      所 
                             商号又は名称 
                                     代 表 者 氏 名                     印 
                               （担  当  者） 
                                所属部署 
                       氏    名 
                                      電話番号 
                                 FAX番号 

                                E-mail 
 

                                （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                             住     所 共同体事務所の所在地 

                           商号又は名称 Ｈ27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公
園運営維持管理業務◇◇・○○共同
体 

                                  代表者氏名                  印 

                    

 

 
 
 
 
 
  平成２６年●月●日付けで入札公告のありました「Ｈ27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運
営維持管理業務」に係わる競争に参加する資格について、関係書類を添えて申請します。 
 
 なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

様式－1



 

様式1-2
（提出様式１－２） 
○企業の業務実績 

 

担当する分担業務：○○業務 

 

会社名：○○○○(株) 

 

業務名 

 

発注者 

 

受注形態 

 

業務概要 

 

履行期間
○○○○○○○○○業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・単独 
 ・共同企業体 
(・代表者・代表者

以外) 
 
 
 
 
 
 
 

公園種別、○○施設（園地管理面
積約○㎡）、展示面積、業務内容
等を記載。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成○年○月
～ 

平成○年○月

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
内容種別 1) 2) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内容種別 1) 2) 

企 業 の 延 べ 業 務 年 数  ○ ヶ 月  

 
１ 級 造 園 施 工 管 理 技 士 保 有 者 数 （ 植 物 管 理 業 務 の み 記 入 ）  
 
              平 成 ２ ６ 年 ○ 月 ○ 日 時 点  ○ 名  

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付す

る。図面等で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添

付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等の写しを提出する。 

注４:複数の業務を記載する場合は行を追加して記入する。 

注５:記載する業務件数による評価は行わない。 

注６:内容種別欄は実施要項３．２．の「表１ 企業の業務実績等に関する要件」の１)～２)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注７：実施要項３．２．の「表１ 企業の業務実績等に関する要件」の注意事項に沿って記載す

る。 

注８：参加する法人の会社概要がわかる公表資料（会社紹介パンフレット、HP等）を別途

提出する。

様式－2



 

様式1-3

（提出様式１－３） 
○総括（業務）責任者の業務実績 

 
担当する分担業務： ○○業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ふ り が な

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・１級造園施工管理技士 （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。

 

平成○年○月
～ 

平成○年○月
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 
3) 4) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。

 
平成○年○月

～ 
平成○年○月

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５：企画書 の提出時に雇 用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式 ）を添付する。 

注６:内容種別欄は実施要項３．３． 「表２ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～４)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注７:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

柱 ８：実 施 要 項 ３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、

特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可能とする。 
 

様式－3



 

様式1-4

（提出様式１－４）守秘性に関する要件 

 
○守秘義務に関し、下記の処置が講じられているか記載する。 

 
イ． 社内規則等（守秘義務に関する規程及びその罰則規が明示されているものに限る）制定につ

いて 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  ロ．守秘義務に関する研修、講習等の定期的な実施について 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

注１： 守秘義務に関する規程及びその罰則規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付

することとし、該当部分に下線を引くこと。 

共同体の場合は、各構成員それぞれの提出様式１－４を作成し、かつ各構成員それぞれの

守秘義務に関する規程及びその罰則を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付するこ

ととし、該当部分に下線を引くこと。 

様式－4



 

様
式

1
-
5
 

 （
提
出
様
式
１
－
５
－
１
）
業
務
実
施
体
制
 

  
[実

施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]
 

 
 

実
施
要
項
 
3
.
 
3
に
定

め
る
業
務
責
任
者
 

 
具
体
的
な
業
務
内
容

 
 

雇
用
形
態
 

資
格
、
能
力
、
実
務
経
験
年
数
等

（
業
務
内
容
に
対
す
る
適
切
性
に

つ
い
て
記
載
）
 

１
週
間
の
予
定
勤
務
時
間
 

 
備
考
 

 
常
勤  

非
常
勤

 

委
託  

 
そ
の
他
（
具

体
的
に
）
 

 
企
画
運
営
管
理
 

業
務
責
任
者
 

（
総
括
責
任
者
）
 

 
  
○
 

  
 －

 
  
 －

 

  
 

月
火

水
木

金
土

日
計

代
表
企
業
 
 

 
○
○
会
社
 

 
 
近
畿
 
太
郎
 

８
８

８
８

８
０

０
4
0

施
設
・
設
備
維
持
 

管
理
業
務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
火

水
木

金
土

日
計

○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
植
物
管
理
 

 
業
務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
火

水
木

金
土

日
計

○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
益
施
設
等
運
営
 

 
業
務
責
任
者
 
 

 
 

 
 

 
 

月
火

水
木

金
土

日
計

○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ※
 
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
を
添
付
す
る
（
任
意
様
式
）
。
 

※
 
総
括
責
任
者
お
よ
び
業
務
責
任
者
が
資
格
要
件
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
特
定
し
な
い
。
 

 
※
 
備
考
欄
に
は
、
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
共
同
体
の
場
合
は
、
各
構
成
員
の
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
 

※
 
実
施

要
項
 
３
．
３
．
に
定
め
る
業
務
を
分
割
し
複
数
の
業
務
責
任
者
を
配
置
で
き
な
い
。
配
置
し
た
場
合
に
は
、
特
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
要
項
に
定
め
る
範
囲
に
お
い
て
兼
務
は
可
能
と
す
る
。
 

※
 
[
実
施

要
項
以
外
で
提
案
す
る
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
]
を
配
置
す
る
場
合
に
は
、
別
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

※
 
総

括
責

任
者

及
び

総
括

責
任

者
以

外
の

業
務

責
任

者
は

、
原

則
、

実
施

期
間

中
専

任
（

注
）

と
す

る
。

な
お

、
病

気
・

死
亡

等
の

事
情

に
よ

り
や

む
を

得
ず

総
括

責
任

者
又

は
総

括
責

任
者

以
外

の
業

務
責

任
者

を
変

更
す

る

場
合

は
、
上
記
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
当
初
の
者
と
同
等
以
上
の
者
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
 

(
注

：
専

任
と

は
、

他
の

工
事

及
び

業
務

等
に

係
る

職
務

を
兼

務
せ

ず
、

常
時

継
続

的
に

当
該

業
務

に
係

る
職

務
に

の
み

従
事

し
て

い
る

こ
と

を
い

う
。

た
だ

し
、

契
約
の

締
結
後

、
業
務
開

始
す
る

ま
で
の
期

間
（
準

備
期
間
）

は
専
任

を
要
し
な

い
。
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

様式－5



 

 
（
別
紙
）
 
[
実
施
要
項
以
外
で
提
案
す
る
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
]
 

 
 

業
務
責

任
者
の
下
に
配

置
し
、

責
任
者
を
補
佐

す
る
者
 

 
具
体
的
な
業
務
内
容
 

 

雇
用
形
態
 

資
格
、
能
力
、
実
務
経
験
年
数
等

（
業
務
内
容
に
対
す
る
適
切
性
に

つ
い
て
記
載
）
 

１
週
間
の
予
定
勤
務
時
間
 

 
備
考
 

 
常
勤  

非
常
勤

 

委
託  

 
そ
の
他
（
具

体
的
に
）
 

△
△
業
務
責
任
者
の
下

 
  
○
 

  
 －

 
  
 －

 

  
 

月
火

水
木

金
土

日
計

○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

○
○
係
長
 

８
８

８
８

８
０

０
4
0

□
□
業
務
責
任
者
の
下

 
 

 
 

 
 

月
火

水
木

金
土

日
計

○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

○
○
リ
ー
ダ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月

火
水

木
金

土
日

計
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月

火
水

木
金

土
日

計
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月

火
水

木
金

土
日

計
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ※
 
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]
の
下
に
配
置
す
る
の
か
責

任
区
分
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
 

※
 
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]
と
併
せ
た
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
を
添
付
す
る
（
任
意
様
式
）
。
 
 

 
※
 
繁
忙
期
等
の
現
地
を
支
援
す
る
本
社
等
の
体
制
（
責
任
体
制
、
現
地
体
制
）
を
記
載
す
る
。
 

※
 
配
置
予
定
人
員
の
枠
が
足
り
な
け
れ
ば
、
追
加
し
て
記
入
す
る
。
 

※
 
備

考
欄

に
は

、
所

属
企

業
名

お
よ

び
配

置
予

定
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

。
共

同
体

の
場

合
は

、
各

構
成

員
の

所
属

企
業

名
お

よ
び

配
置

予
定

者
の

氏
名

を
記

載
す

る
。

（
氏

名
が

未
確

定
の

場
合

は
、

氏
名

に
つ

い
て

、
記

載

し
な

く
て
も
よ
い
）
※
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
業
務
責

任
者
を
補
佐
す
る
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
精
通
し
た
者
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
 

  

様式－6



 

総
括
責

任
者
　

○
○

　
○
○

企
画
運

営
管

理
業
務

責
任

者
　
◇

◇
　

◇
◇

施
設

・
設

備
維
持

管
理

業
務
責

任
者

　
◇
◇

　
◇

◇ 植
物
管

理
業
務

責
任

者
　
◇

◇
　

◇
◇

収
益
施

設
等
運

営
業

務
責
任

者
　

◇
◇

　
◇
◇

○
○

責
任

者
　

◇
◇

　
◇
◇

○
○

責
任

者
　

◇
◇

　
◇
◇

企
画

部
　

◇
◇

　
◇
◇

経
理
部

　
◇

◇
　
◇

◇

○
○

公
園

管
理

セ
ン

タ
ー

○
○

会
社

　
本

社

協
力

会
社

○
○

部
　

◇
◇
　

◇
◇

下
請

会
社

再
委

託

○
○

○

◇
◇

　
◇
◇

◇
◇

　
◇

◇

◇
◇

　
◇
◇

◇
◇

　
◇

◇

◇
◇

　
◇

◇

業
務
実
施
体
制
 
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
 
（
作
成
例
）
 

 

企
画

運
営
管

理
業

務
責

任
者

 
◇
◇
 

◇
◇
 

（
統

括
責
任

者
）

 

様式－7



8 

（提出様式１－５－２） 業務実施体制における提案 

 
・ 迅 速 か つ 円 滑 な 意 志 決 定 及 び 臨 機 の 対 応 等 の 体 制 に 関 し 、 緊 急 時 等 に お い

て も 混 乱 な く 対 応 で き る 水 準 を 超 え た 優 れ た 提 案 を 記 述 。  
  
 ※ 上 記 に つ い て 、 組 織 面 、 費 用 面 の 対 応 等 を 付 帯 的 に 記 載 す る こ と 。  

 
 

※A4版１枚以内にまとめる(図表含む。)。 
※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 
※白黒片面印刷で提出すること。 

様式－8

asuka1
長方形



9 

     
（提出様式１－５－３） 
○申請した総括責任者以外で同一企業に在籍する総括責任者（代替総括責任者）の業務実績

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふ り が な

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格 

  ・技術士（建設部門：都市及び地方計画）  

（登録番号：   ）  （取得年月日： 年 月 日） 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。

 

平成○年○月
～ 

平成○年○月
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。

 
平成○年○月

～ 
平成○年○月

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 内容種別 1) 2) 

3) 4) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５:内容種別欄は実施要項３．３． 「表７ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～4)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注６:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 
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様式1-6

（提出様式１－６）実施方針 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

※A4版２枚以内にまとめる(図表含む。)。 
※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 
※別紙年間業務計画を添付する。それ以外の添付資料は認めない。 

※白黒片面印刷で提出すること。 
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（
別

紙
）
 

年
間

業
務
計

画
（

作
成

例
）
 

 工
 
種
 

 種
別
 

 
実
施
頻
度
 

４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

１
月
 

２
月
 

３
月
 

植
物
管
理
 

芝
生
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

低
木
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
木
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
花
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
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様式1-7 

（提出様式１－７）再委託又は、下請負の予定（協力企業の名称等） 

 
企 業 名      

 
 

 
代表者名

 
 

 
所 在 地      

 
 

 
再 委 託 す      
る理由及び      

具体的内容      

 
 
 

 
 
 

 

分担業務内容      

 
 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      
る理由及び      
具体的内容      

 

 
 
 

 
 
 

分担業務内容      

 
 

 

 
企 業 名      

 
 

 
代表者名

 
 

 
所 在 地      

 
 

 
再 委 託 す      

る理由及び      
具体的内容      

 
 

 
 
 

 
 

分担業務内容      

 

 

 
 

注１：再委託又は、下請負（予定含む）がある場合に記入する。 
 
注２：原則として、小規模な業務※を除き、記載された以外の業務を再委託又は下請負する場合には、金

額および必要性等について協議が必要となる。 
※ 小規模な業務とは、基本的に契約金額が100万円未満の業務等 

 

注３：再委託又は、下請負の枠が足りなければ、追加して記入すること。 
 
注４：組織図（業務実施のための管理機構）に記入すること。 
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念書（例） （申請書類提出時に当該法人と雇用関係が無い場合） 
 
 
 
 
 支出負担行為担当官 
 近畿地方整備局長 様 
 
 
 

念書（例） 
 
 
 
 
  株式会社○○○○と近畿太郎は、現在雇用関係に無いが、下記の場合において
雇用契約を締結するものとする。 

 
 
 
 
 

記 
 
 
 国土交通省近畿地方整備局で、平成２６年●月●日付けで入札公告のあった「Ｈ27-30
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務」と契約締結した場合。 
 
 
 
 
 

平成２６年○月○日 
 
 
 
 
 
 
 
              住所 
              電話番号 
              会社名 株式会社○○○○ 
              代表者 代表取締役社長△△ △△ 印 
 
 
              住所  
 
              氏名   近畿 太郎 印 
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様式1-8 

 
（提出様式１－８）業務経験証明書 

 
ふりがな

氏名 

 

 

公園
こうえん

 太郎
た ろ う

            

（   年  月  日生）

 
会社名 

 

 

 
□□□□株式会社 
 

 

 

業務実績 
 
 

    

 ○○業務の○○責任者として従事。 
 
 

 
 

従事期間 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
        

年    月    日 
～ 

年    月    日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
備考 
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様式1-9

 
（様式１－９－１） 

 
平成  年  月  日 

 

収益施設運営実績書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名   

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記収益施設について、運営実績書を提出します。 

 

 

記 

（記入例） 

 

 
国営飛鳥・平城宮

跡歴史公園 

収益施設名 

収益施設運営実績（※１） 収益施設運営予定（※２）

企業としての実

績 

配置予定者とし

ての実績 

申請者（共同体

構成員を含む） 

申請者以外の者

（再委託・下請

け等） 

1 売店 ◎ 

（㈱○○） 

◎ 

（○○太郎） 

◎ 

（㈱○○） 

 

2 自動販売機    ○ 

（未定） 

3 臨時売店    ○ 

（㈱○○） 

 

（提出様式１－９－１）の注意事項 

 

※１ 収益施設運営実績について、実施要項３．２．企業の業務実績に関する要件、及び３．３． 

配置予定者の業務実績に関する要件の｢⑤収益施設等運営業務｣で申請している収益施設に｢◎｣ 

を記入し、その他実績を有する収益実績は｢○｣を記入する（共同体の場合は、代表企業又は構 

成員の実績でも可。その場合｢◎｣、｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○ 

（(株)○○）｣、｢◎（○○太郎）｣） 

又、｢◎｣、｢○｣を記入した施設の全ての施設について（提出様式１－９－３）に記入するこ 

と。 

※２ 収益施設運営予定について、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園において、申請者または申請者以外 

の者で行うのかいずれかに｢○｣を記入する。なお、収益施設運営実績の申請者と収益施設運営予 

定の申請者が必ずしも同一箇所でなくてもよい。（共同体の場合は、代表企業又は構成員の実績 

でも可。その場合｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○（(株)○○）｣、｢○ 

（○○太郎）｣）。申請者以外の者が未定の場合は、｢○｣のあとに｢未定｣と記載すること。 

（例｢○（未定）｣） 

又、申請者以外の者によって実施し、予定している企業等がある場合は、（提出様式１－ 

７）に記載すること。 
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※３ 「H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務」に入札参加しようとする者は、公園

施設と連携して収益施設を運営することから、H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園収益施設等管

理運営規定書の事項を確認の上、収益施設運営実績書を提出しなければならない。 

また、「H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務」の受託者（収益施設の施設等運

営者）は、収益施設について都市公園法第５条等の申請を行い、許可を受け所定の使用料を国へ

支払わなければならない。 

 

※４ 共同体として参加する者が提出する場合は、H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理

業務について、代表企業を申請者とする。 

様式－16
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（様式１－９－２） 

 

収益施設名：○○○ 

 

会社の概要 
 

（１）以下について記入するものとする。 

  ①社名         （               ） 

②業種（主・副）    （       ・       ） 

  ③設立         （         年   月 ） 

  ④資本金        （             円 ） 

  ⑤従業員数       （             人 ） 

  ⑥株式         （   上場  ・  非上場  ） 

  ⑦株主数        （             人 ） 

  ⑧営業範囲       （奈良県・近畿地方・全国    ） 

  ⑨年商         （             円 ） 

 

（２）下記の最新資料を添付するものとする。 

  ①会社概要書等 

  ②登記簿謄本 

  ③財務諸表（過去3ケ年分） 

 

 

 

  

※ 提出様式１－９－１で記載している全ての収益施設の施設等運営者について記載すること。（収

益施設運営実績、収益施設運営予定を含む） 

※ 財務諸表については、決算報告に使用された「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」「利

益の処分又は損失の処理に関する議案」等（過去３ケ年分）を提出するものとする。 

※ 申請者以外の者については、上記（２）②、③は提出しなくてもよい。ただし、落札者決定され

た場合は、業務計画書提出時までに提出するものとする。 

※ 申請者以外の者が未定の場合は、上記（１）①社名に｢未定｣と記載すること。ただし、落札者決

定された場合は、本様式と上記（２）①～③を業務計画書提出時までに提出するものとする。 
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（様式１－９－３） 

 

○○施設運営実績 

 項  目 内        容 

・施設名 

・所在地 

・開設年 

（記入例） 

・○○○○  ○○店 

・奈良県○○市○○１－２－３ 

・平成○年○月 

 

 

・業態 

・取扱品目 

・主な客層 

（記入例） 

・園内売店 

・お菓子類 

・家族連れ、観光客 

 

 

・構造 

・規模 

（記入例） 

・構  造  RC構造 

・延床面積  14.08㎡ 

 

 

 

・売上高 

（記入例） 

・120,000千円／年（過去３ヶ年の平均） 

 

 

 

・従業員数 

（記入例） 

・社員３人、補員５人 

 

 

 

※ 提出様式１－９－１の収益施設運営実績の◎及び○と記載した箇所について、それぞれ１件以 

上記載すること。企業及び配置予定者の業務実績が同じ収益施設で異なる施設（別の施設）の 

場合は、それぞれ記載すること。 

また、施設等の物理的条件により記載が難しい場合であっても、実施している概要がわかる 

内容を記載すること。 

※ 売上高は、過去３ヶ年の平均とし、実績がないものは過去２ヶ年又は１ヶ年でも良い。また１ 

ヶ年に満たない場合は、予定金額でも良い。 

※ 実績を証明する登記簿又は契約書等の写しと、自由様式で施設概要がわかる資料又は写真等を 

２～３枚 添付すること。 

なお、自由様式はＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 
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（提出様式１－１０） 

                                       （第１面） 
 
 
  近畿地方整備局長 
    森 昌文  殿 

平成  年  月  日 
住所 
商号又は名称 
氏 名         印 
（法人にあっては、代表者氏名） 
 
法定代理人 
氏 名           印 

   
 

誓 約 書 
 

平成２６年７月３１日付けで公告のありました「H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園営維持管理業

務」の入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」とい

う。）第１０条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しないこと。 
２．再委託等を行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 
３．法第１０条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 
４．予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 
５．他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当

する関係がないこと。 
１)資本関係 

  以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手

続が存続中の会社である場合は除く。 
① 会社と子会社の関係にある場合 
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

２)人的関係 
  以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生会社又は更生手

続が存続中の会社である場合は除く。 
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

６．国営飛鳥歴史公園事務所で実施した国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理方針策定業務の受

託者でないこと。 
７．申請書類の内容については事実と相違ないこと。 
 
上記誓約に相違があった場合は、入札参加の取消し、契約解除等の措置又は処分も甘受し、一切の意

義を申し立てないことを併せて誓約します。  
 

 

 

 

 

以上 
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（第２面） 
（提出様式１－１０） 

公共サービスの内容 H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園営維持管理業務 

公共サービス実施民間事業者 ○○株式会社 住所又は所在地 ○○県○○市○○町１丁目○番○号  

親会社等（法人） ○△株式会社 

主要株主等（法人） □□株式会社、△△株式会社 

公共サービス実施民間事業者の「役員」「法定代理人」「主要株主等（個人）」 
及び「相談役、顧問等役員と同等以上の支配力を有する者」 

上記事業との関係 氏
フリ

   名
ガナ

 生年月日 性別 住   所 

例 役員 公共
ｺｳｷｮｳ

 太郎
ﾀ ﾛ ｳ

 昭和38年7月4日 男 ○○県○○市○○１丁目２番３号 

例 主要株主 
（個人） 

    

例 親会社の役員     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※１ 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して下さい。 

※２ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。 

 

 

 

様式－20



 

（第３面） 

記載が必要な事項一覧表 

 

 

 

記載対象（※１） 

 

記載必要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落

 

 

札

 

 

予

 

 

定

 

 

事

 

 

業

 

 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

個

人

の

場

合 

① 落札予定事業者 

 

 

・氏名、生年月日、性別、住所 

・商号又は屋号 

 

② ①の法定代理人（※２） 

 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 

 

 

 

人 

 

 

 

の 

 

 

 

場 

 

 

 

合 
 

③ 落札予定事業者 
 

・商号又は屋号 
・主たる事業所の所在地 

④ ③の役員 

 
 

・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 
 
 

⑤ ④の法定代理人 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑥ ③の主要株主等（※３） 

（個人） 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑦ ③の主要株主等（法人） 

 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支

配力を有する 
・氏名、生年月日、性別、住所 

⑨ ③の親会社等（※４）（個人） ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑩ ⑨の法定代理人 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 

⑪ ③の親会社等（法人） 
 

・商号又は屋号 

⑫ ⑪の役員 ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑬ ⑫の法定代理人 ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支

配力を有する者 
・氏名、生年月日、性別、住所 

※１ 「記載対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。 

※２ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者の 

法定代理人をいう。 

※３ 「主要株主等」とは、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額の１００ 

分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。 

※４ ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者と「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施 

   行令」第３条第１項各号のいずれかに該当する関係（特定支配関係）を有する者のみをいい、同条第２ 

項に規定する者は含まないものとする。 
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氏名カナ（半角） 氏名漢字（漢字） 元号（半角） 年 月 日 性別
ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 公共　太郎 S 38 7 14 M 

※５ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。 

※６ 「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる者をい 

う。 

※７ 「理事」、「監事」とは、財団法人及び社団法人等におけるものである。 

※８ 「取締役」、「執行役」、「業務を執行する社員」、「監査役」とは、会社法の株式会社、持分会社等 

におけるものである。 

※９ 前記※６の「これらに準ずる者」とは、法人格を有する他団体における役員で、理事、取締役、執行役、 

業務を執行する社員、監事、監査役と名称は異なるが、これらに準ずる者をいう。 

※10 電磁的記録媒体の作成要領 
電磁的記録は、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別とし、これらをＣＳＶ 形式（例えば、エクセル、

アクセス等）により、電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）に以下の要領で記録する。 

① 電磁的記録媒体に記載すべき対象者は、第３面により第２面に記載された者とする。 

② 氏名カナは、半角で記録し、姓と名の間を半角で１マス空ける。 

③ 氏名漢字は、全角で記録し、姓と名の間を全角で１マス空ける。なお、常用漢字でない等の理由に

より、漢字が記録不可能な場合は、当該漢字に代えて平仮名を記録する。 

④ 生年月日のうち、年、月及び日については、半角の２桁で記録する。元号については、明治の場合

は「M」、大正の場合は「T」、昭和の場合は「S」、平成の場合は「H」と半角で記録する。 

⑤ 性別については、男性の場合は「M」、女性の場合は「F」と半角で記録する。 

⑥ 氏名カナ、氏名漢字、元号、年、月、日及び性別は、それぞれセル毎で区切る。 

⑦ 記載例（データ上の記載） 

昭和３８年７月１４日生まれの公共太郎（男性）の場合は、 
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[別添] 

申請書類における留意事項について 
 
１．提出部数は１部とし、通しの頁数を次の例ように頁右下に記載するものとする。

（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 
 
２．提出様式１－２「企業の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
 ②単体および共同体の担当する分担業務については、「本業務全体のマネジメン

ト及び企画立案業務」、「施設・設備維持管理業務」「植物管理業務」、「収
益施設等運営業務」とし、さらに細かく業務を分担する場合には「施設・設備
維持管理業務のうち、施設管理」などの記載とし、独自に｢総合運営管理業務
（例）｣など独自の名称は作らないこと。 

③本業務全体のマネジメント及び企画立案業務の実績については、説明書１．
（２）１）で記載しているとおり、必ず「本公園の運営維持管理全般について
目標及び業務計画を策定し、多岐にわたる業務について総合的な調整を行い、
適切な進捗管理を実施」した会社とし、その内容について契約書で記載されて
いない場合は、その内容が確認できる業務の仕様書等も添付すること。 

④共同体の場合は、本業務全体のマネジメント及び企画立案業務を担当する企業
を代表企業とすること。 

 
３．提出様式１－３「総括（業務）責任者等の業務実績」   
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
②「本業務全体のマネジメント及び企画立案業務」、「施設・設備維持管理業
務」、「植物管理業務」、「動物管理業務」「収益施設等運営業務」の業務責
任者においては、業務を分割し複数の業務責任者を配置できないものとする。
なお、複数 配置した場合には、特定しない。 

  ただし、実施要領に定めた範囲において兼務は可能とする。 
 ③共同体の場合は、本業務全体のマネジメント及び企画立案業務を担当する総括

責任者を代表企業の社員（予定を含む）とすること。また、「所属・役職」の
欄に会社名を記載すること。 

     
４．提出様式１－４「守秘性に関する要件」 
 ①守秘義務に関する規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。

また、共同体の場合は、構成員毎に様式１－４の提出及び守秘義務に関する規
定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。該当部分に下線を引
くこと。  

 
５．提出様式１－５－１「業務実施体制」   
 ①共同体の場合は、備考欄に所属企業名および職務、配置予定者の氏名を記載す

ること。 
②組織図（業務実施のための体制図）を添付すること。その際に担当する分担業
務を記載すること。 

③実施要項３．３．表７に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない
ものとする。なお、複数配置した場合には、特定しない。 

 
６．提出様式１－５－２「業務実施体制における提案」 

Ａ４版片面１枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９

ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 

 
７．提出様式１－６「実施方針」 

Ａ４版片面２枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９
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ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 

８．提出様式１－１０等 
開札後、落札予定者は、様式１－１０及び住民票の写し（外国人の場合は、外

国人登録票の写し）について、開札後速やかに提出すること。 
様式のデータおよび電磁的記録媒体をＣＤ－Ｒ等で提出すること。 
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（提出様式２－１） 

 

企画書 

 

 

 業務の名称  Ｈ27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務 

 

 履行期限   平成  年  月  日 

 

 

標記業務について、企画書を提出します。 

 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 近畿地方整備局長 

 ●● ●● 殿 

 

 

              提出者）住    所 

                  電話番号 

                  会 社 名 

                  代 表 者 役職名    氏      名    印 

 

              作成者）担当部署 

                  氏  名 

                電 話 番 号  

                  Ｆ Ａ Ｘ 

                  Ｅ－mail 

 

                           （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                                   住 所 ：共同体事務所の所在地 

                                    電話番号：共同体事務所の電話番号 

                                        ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ番号 

                                        会社名 ：○○○○業務 

                                         △△・○○共同体 

                                        代表者 ：△△㈱ 役職名  氏名 印 

                    

 

 注）紙入札方式による場合は代表者印を押印してください。 
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（提出様式２－２―１） 

１）目標とする公園利用者数の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

飛 鳥 区 域 公 園 利 用 者 数 【 数 値 目 標 】           （ 単 位 ： 万 人 ）

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 数  
            （      ）

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 数  

１  ２  ３  ４  計    

 

( )  

 

( )

 

( )

 

( )

 

（  ）

      

年 目  ４ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 数  

 

(   ):平 日 の 公 園 利 用 者 数 を 示 す  

 

平 城 宮 跡 区 域 公 園 利 用 者 数 【 数 値 目 標 】        （ 単 位 ： 万 人 ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 数  
            （      ）

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 数  

１  ２  ３  ４  計    

 

 

 

 

 

( )

 

( )

 

（  ）

      

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

様式－26



  

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その利用者数確保に向けて、本業務の内容を網羅的に把握

し、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果、及び当該業務全体を包括的

にマネジメントする手法について記述すること。 

※平城宮跡区域について、１つ以上、企画提案を記述すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―２） 

２）利用者満足度の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

飛 鳥 区 域 公 園 利 用 者 の 満 足 度 （ 非 常 に 満 足 ） 【 数 値 目 標 】   （ 単 位 ： ％ ）

年 目  １ 年 目  ２年目 ３年目 ４年目 

年 間 公 園

利 用 者 の

満 足 度  

            

   

四 半 期 毎  

公 園 利 用

者 の 満 足

度  

１  ２  ３  ４     

    

 

平 城 宮 跡 区 域 公 園 利 用 者 の 満 足 度 （ 非 常 に 満 足 ） 【 数 値 目 標 】 （ 単 位 ： ％ ）

年 目  １ 年 目  ２年目 ３年目

年 間 公 園

利 用 者 の

満 足 度  

            

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用

者 の 満 足

度  

１  ２  ３  ４    

    

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、本業務の内容を網羅的に把

握し、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果、及び当該業務全体を包括

様式－28



  

的にマネジメントする手法について記述すること。 

※平城宮跡区域について、１つ以上、企画提案を記述すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。
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（提出様式２－２―３） 

３）公園特性を生かした植物管理に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～５．に、本公園の植生、生態系、景観等を踏まえ、公園内の自然資

源等を活用した魅力ある花修景や風景の演出に関して、季節毎に具体性、実現性のある

企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※平城宮跡区域について、１つ以上、企画提案を記述すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ  

と 。  
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（提出様式２－２―４） 

４）公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。 

 

３．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。 

 

４．企画提案項目：○○○の活用  

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。 

 

５．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．に、地域の案内や歴史に関する学習といった本公園の機能を発揮させ

るため、史跡等歴史資源を活用しながら、施設を活かした維持管理方法について、具体

性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２と３．に飛鳥区域における国営飛鳥歴史公園館や体験学習館等を活用し

た具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４と５．に平城宮跡区域における復原事業情報館や平城宮跡展示館等を活

用した具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―５） 

５）多様な利用プログラムの提供に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針   ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

イベント・行事等の種類・開催数、参加人数【 数 値 目 標 】    

イベント・行事名 

１ 年 目  ２年目 ３年目 ４年目 

開 催 数

(回 ) 

参 加 人 数

（ 人 ）  
   

展 示   ○ ～ ○ ○    

歴 史 イ ベ ン ト       

体 験 イ ベ ン ト       

環 境 学 習 イ ベ ン ト       

地 域 と 連 携 し た イ ベ ン ト       

 １．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：   

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１に、展 示 の 開催数と参加人数の目標の実施、達成に向けて、具体性、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２に、歴 史 イ ベ ン ト の 開催数と参加人数の目標の実施、達成に向けて、

具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３に、体験イベントの 開催数と参加人数の目標の実施、達成に向けて、具

体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４に、環境学習イベントの 開催数と参加人数の目標の実施、達成に向けて、

具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５に、地域と連携したイベントの 開催数と参加人数の目標の実施、達成に

向けて、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 自 主 事 業 の 自 主 イ ベ ン ト の 企 画 提 案 に つ い て は「（ 提 出 様 式 ２ － ２ － １ １ ）自

主 事 業 に 関 す る 提 案 」に 記 述 す る も の と し 、本 様 式 で は 委 託 費 で 行 う 行 催 事（ 材

料 代 等 実 費 を 公 園 利 用 者 か ら 徴 収 す る こ と 等 が で き る も の を 含 む ）の み を 記 載

す る こ と 。  

※ 「展示」、「歴史イベント」、「体験イベント」、「環境学習イベント」、「地域と連

携したイベント」の内容及び実施回数は重複してはならない。 

※ 企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―６） 

６）情報受発信に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

マスコミ報道件数・ホームページアクセス件数【 数 値 目 標 】  （ 単 位 ： 件 ）   

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  

年 間  

マスコミ報道

件数 

○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

年 間  

ホームページ

アクセス件数 

○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を設定の上、それら実施、達成に

向けて、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―７） 

７）地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○と連携 

 ・具体的な企画提案：○○○と連携し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○と連携することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～３．に、周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築に向けて、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※企画提案項目４．～５．に、ボランティアとの連携方策及びボランティア活動の充実・

継続に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―８） 

８）公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、利用者の安全・安心を確保する施設管理および運営管理に

ついて、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、ソフ

ト面での利用者の安全確保に関する対応について、具体性、実現性のある企画提案およ

び期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、公園スタッフに関する事故を未然に防ぐ取組について、具体性、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―９） 

９）緊急時及び非常時の対応に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○について、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○をすることにより、・・・・の防止が期待されます。 

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、緊急事態を想定し、具体性、実現性のある企画提案および

期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させ

ないための体制、対策について、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、繁忙期において、混乱回避のための体制構築を含めた対応策につ

いて、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―１０） 

１０）自主事業に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※公園の目的・魅力の向上の観点について、具体性、実現性のある企画提案および期待さ

れる効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※自 主 事 業 ： 事 業 者 の 独 立 採 算 に よ り 行 う 事 業 を い う 。  

※平城宮跡区域について、１つ以上、企画提案を記述すること。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―１１） 

１１）収益施設の運営に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が見込まれます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～５．に物販施設における利用者サービスの向上に向けた運営につい

て、具体性、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※平城宮跡区域について、１つ以上、企画提案を記述すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―１２） 

１２）各業務の最低水準（現行基準）として示された仕様書に対する、改善提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１． 改善提案項目：○○○工 

・設計数量：○○ｍ２ 

・変更数量：○○ｍ２ 

 ・変更可能な理由：○○○を導入し、・・○○の質が向上（○○を削減）します。

・期待される効果：○○○を導入することにより、・・・の削減が見込まれます。

   

 

２． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

３． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

４． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

５． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果     

 

※各改善提案項目には通し番号を付けること。 

※改善提案による質の維持向上又は経費の削減（あるいはその両方）に関する提案につい

て、具体性、実現性のある改善提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 設 計 数 量 が 変 更 と な る 場 合 に は 、数 量 総 括 表 に 変 更 数 量 を 記 述 し て 提 出 す る こ

と 。  

※ 記 載 上 の 注 意 事 項 等 は 、 本 様 式 の 【 別 添 】 に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ と 。  
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                              【別添】 

 

企画書の提案に関する注意事項等 

 

 

  １．各企画提案および改善提案について、着眼点が他と比較して優れており、具体性、

実現性があり、当該公園において適切かつ効果的なものであるか等の妥当性について

総合的な観点から評価する。 

 

  ２．各企画提案および改善提案の頁数は、説明図表を含めＡ４版２頁以内とする。 

   上記頁数を超えた場合、加点評価対象は２頁目までに記載されている内容とし、３頁

目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、３頁目以降に記載した内容

（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負

うものとする。 

 

  ３．各企画提案の項目数は最大５項目までとし、記載の順に１から５までの通し番号を

付けること。 

    加点評価対象は番号１から５の企画提案項目までとし、これを超えた企画提案項目

は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない企画提案項目についても加点

評価対象としない。ただし、超過した企画提案項目又は通し番号の記載がない企画提

案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義

務は負うものとする。 

    

  ４．改善提案は、記載の順に１から通し番号を付けること。 

    通し番号の記載がない改善提案項目については加点評価対象としない。ただし、通

し番号の記載がない改善提案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても

特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

頁数は、上記２．によるものとする。 

 

  ５．１つの企画提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。 

    複数の着目対象に対する企画提案項目を記載した場合には、当該企画提案項目

を加点評価対象としない場合がある。ただし、当該企画提案項目（履行不可と判断

されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

 

  ６．１つの企画提案項目に対する具体的な企画提案は、業務の特性及び現場条件等を考

慮のうえ、企画提案項目とした着目対象に関して効果を発現させるための実施方法（効

果を高めるために付帯して行うものを含む。）を具体的に記載する。 

    曖昧な表現及び「仕様書に基づき履行」等の簡易な表現はしないこと。 
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  ７．以下に示すような企画提案項目は、標準案と同程度であり効果が期待できな

いものとし、加点評価しない。 

        ①仕様書及び関係法令を遵守した標準的な内容 

   

  ８．以下に示すような企画提案項目は、実施を認めないもの（履行不可）とする。 

        ①関係法令に違反するもの 

     ②入園料、使用料等の増減を変更させるもの 

     ③開園日時を変更させるもの（主催イベントなど仕様書で明示してあるのもは除

く） 

 

９．文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等

により判読不可能とならない文字の大きさ９ポイント程度までとし、判読でき

ない場合は、図表等を評価しない場合がある。 

 

10．白黒片面印刷で提出するものとする。 

 

11．企画書の提出部数は１部とし、通しの頁数を以下の例ように頁右下に記載するも

のとする。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

12．企画書に個別法人および個別グループ等が特定できる記載内容（法人名、個人名

など）がある場合は、その記載された頁に該当する実施要項表３に示す｢区分｣は加

点評価対象としない。ただし、当該区分（履行不可と判断されたものを除く。）に

ついても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

   

（例） ▲▲会社     →  当法人  

■■財団     →  当法人 

◇◇共同体    →  当法人 

□□グループ   →  関連グループ 等 

        ※固有の名称は用いないこと。     

                                                      

13．各企画提案および改善提案を作成する上で、同様な内容を記述する場合は、該当箇

所に｢（再掲）｣と記載すること。ただし、加点対象とするが、実施要項表３に示す｢区

分｣によって評価が異なる場合がある。 
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国土交通省 近畿地方整備局 

 

 

 

 

 

 

 

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

収益施設運営計画書 

 

提  出  様  式 

様式３ 
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【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－１） 

 

平成  年  月  日 

 

収益施設運営計画書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園収益施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

○飛鳥区域 

（１）所 在 地     奈良県高市郡明日香村 

（２）対象施設 第１期：物販施設（売店１箇所、自動販売機、臨時売店） 

         第２期：物販施設（売店２箇所、自動販売機、臨時売店） 

○平城宮跡区域 

（１）所在地   奈良県奈良市 

（２）対象施設  第３期：物販施設（売店１箇所、自動販売機、臨時売店） 

 

 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務に

ついて、業務全体のマネジメント及び企画立案業務をする者とする。 
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（様式３－２） 

収益施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 
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（様式３－３） 

 

（２）収益施設の運営に関する提案 

 
 
 
１．企画提案項目：○○○の設定 
 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 
・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  

  
 
２．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案： 
・期待される効果：  

 
 
３．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
４．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
５．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～５．物販施設における利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のあ

る企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※平城宮跡区域について、１つ以上、企画提案を記述すること。 

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１２と同様な内容とする。 
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（様式３－４－１） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－１）物販施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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H27-30国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 

運営維持管理業務 
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国営飛鳥・平城宮跡歴史公園飛鳥区域における 

行為の禁止等に関する取扱要領 

 

国営飛鳥歴史公園事務所 

 

（目 的） 

第１条  この要領は、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園飛鳥区域（以下「公園」

という。）における行為の禁止等に関する運用の方針を定め、もって

安全で快適な公園利用に資することを目的とする。 

 

（適 用） 

第２条  公園内における行為の禁止等については、都市公園法（以下「法」

という。）及びその他関係法令に定めるほか、この要領によるものと

する。 

 

（定 義） 

第３条  この要領において、「公園内」とは、法第２条の２の定めるところ

により国営飛鳥歴史公園として公告され、すでに供用が開始されてい

る区域をいう。 

 

２  この要領において、「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

一 近畿地方整備局の公園管理担当職員 

二 近畿地方整備局から本項第三号の区域を除いた公園内の管理を受

託した機関（以下「受託者」 という。）の職員、若しくは受託者に

臨時に雇用された者 

三 法第５条第２項に基づく公園施設の設置等の許可を受けた機関、

若しくはその施設管理を委託された機関の職員 

四 受託者との契約により、受託者の指導監督を受けて、公園の利用

上の指導業務を行う者 

 

３ この要領において、「職員等の管理行為」とは、次の各号に掲げる

ものをいう。 

一 前項第一号、第二号及び第四号に該当する者が本項第二号を除く

公園内を対象に行う公園管理 

二 前項第三号に該当する者が法第５条第２項による設置許可の対象

となる区域内で、許可事項の範囲内で行う施設管理 
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４ この要領において、「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園内

に入るすべての者をいう。 

 

（禁止する行為） 

第４条  公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは、その行為を禁

止する。 

一 自転車の利用に関し、公園の安全かつ快適な利用に支障を及ぼす

行為で以下に定める行為 

イ 園路・駐輪場を除いた箇所及び別添図面に示す自転車乗り入れ

禁止箇所への乗り入れ 

ロ 定められた駐輪場以外に自転車を駐輪させること 

ハ その他スピードの出し過ぎ、無理な追い越し等他の利用者の安

全に支障が及ぶこと 

二 他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為 

三 前二号に掲げるもののほか、他の利用者の安全または公園施設の

正常な利用に支障を及ぼす行為 

四 公園の利用に際し、以下に定める物品を許可無く持ち込みまたは

使用する行為 

イ 銃及び刀剣類（モデルガン、木刀、竹刀、弓等含む） 

ロ  ガス、多量のマッチ、花火など爆発性、引火性の高いもの及び

コンロ等の器具 

ハ  野球のバット（ビニル製のものは除く）及び硬式球 

ニ ゴルフ・ゲートボール等の道具類 

ホ 多量の薬物 

へ  ローラースケート、スケートボード、それに類するもの 

ト その他職員等により安全かつ快適な公園の利用に支障を及ぼし、

公園施設を損壊する恐れがあると認められるもの。 

 

（法第１１条の規定に関する適用除外） 

第５条  公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは法１１条の規定

を適用しない。 

一 職員等が公園管理のために行うもの 

二 職員等以外の者が国営飛鳥歴史公園事務所または受託者との契約

により公園の業務のために行うもの 

三 法第５条の規定により許可を得た行為または協議の成立した行為

に係るもの 

四 法第６条の規定により許可を得た行為に係るもの 

五 法第９条の規定により協議の成立した行為に係るもの 

六 法第１２条の規定により許可を得た行為に係るもの 
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七 その他学術研究等の必要性から事務所長が特に認めたもの 

 

（場所の指定） 

第６条  都市公園法施行令（以下「令」という。）第１８条第四号及び第五号

に指定する場所は、以下に定めるとおりとする。 

 

一 令第１８条第四号に定める区域は、別添図面に示す区域とする。 

 

二 令第１８条第五号に定める車両（自動二輪、原付自転車含む）の

乗り入れ場所は、各地区の駐車場及び別添図面に示す範囲とする。 

      

（公園利用の制限） 

第７条  公園利用者の危険を防止し、または公園施設の損壊を防止するため必

要と認められる場合は、入園の制限または行為の制限等、公園利用を制

限する措置を行うものとする。 

 

２ 公園利用の制限に関し必要な事項は、以下に定めるとおりとする。 

一 公園の安全かつ快適な利用に支障を及ぼし、または公園施設を損壊する恐

れのある物件として、別表に定めるものの持ち込みを制限する 

二 持ち込みの制限に関する必要な指示は職員等が行う 

 

（行為の許可） 

第８条  公園内における行為のうち次の各号に掲げるものは、公園管理者の許

可を受けるものとする。 

一 アンケート調査または動植物等の調査 

二 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催

事 

三 営利を目的として、または会費等を徴収して写真等の撮影を行う

もの 

四 公園内に標識または横断幕を掲示して行うもの 

五 その他公園の利用上または管理上から必要と認めたもの 

 

（法第１２条の規定に関する適用除外） 

第９条  公園内における行為のうち、つぎの各号に掲げるものは、法１２条の

規定を適用しない。 

一 第５条第一号から第五号までに係るもの 

二 国営飛鳥歴史公園事務所または受託者の依頼により職員等以外の

ものが行うもの 
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（許可基準） 

第10条   法第１２条の規定による許可の申請に関しては、原則として次の各号

に掲げるものに該当する場合は、許可しないものとする。 

一 営利を目的とした物品の販売または頒布 

二 公共性に欠け、または排他的な集会、展示会及び興行   

三 営利のみを目的とした集会、展示会及び興行 

四 公共性に欠ける募金または署名運動 

五 公園利用または公園管理に係わりのない調査 

六 職員等が勤務する時間以外の利用 

七 次の各号の一に該当し著しく公園利用の快適性を損なうもの 

 イ 公園施設の損傷または汚損 

 ロ 公園の風致または美観の侵害 

 ハ 他の利用者に危害を与えまたは不便を生じさせること 

八 事故の発生または公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠

如していると考えられる場合 

九 前各号に定めるもののほか、公園管理者により公園の利用上また

は管理上から不都合と認められるもの 

 

２ 前項第一号の規定に係わらず、受託者が公園の利用促進または利用

者の利便を図る目的で実施する場合は許可の対象とするものとする。 

 

（利用指導） 

第11条  職員等は、その責務に応じ、法令及びこの要領に定める禁止行為ま 

たは許可条件に違反する行為を発見したときは、必要の都度入園の制限

または適切な利用指導を行うものとする。 

 

（許可条件） 

第12条  公園内の行為について許可をする場合は、必要に応じ以下に定める

条件及び注意事項を付すものとする。 

   

一 目的以外の行為を行わないこと 

二 事故が発生し、またはその恐れがあると判断される場合は、公 

園利用の安全を図るとともに申請者の責任において処理すること 

三 公園施設を損傷し、汚損し、または滅失した場合は、これを修 

理し若しくは現状に回復し、または損傷を賠償すること 

四 第三者に損害を及ぼした場合は、申請者の責任において処理す 

ること 

五 許可の期間が満了したときは、公園を直ちに現状に回復するこ 

と。ただし、現状に回復することが不適当な場合は、公園管理者 
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の指示に従い必要な措置をとること 

六 公園管理者は、次に示すような場合申請者に対して、許可を取 

り消したり、必要な措置を講ずるよう命ずることがある 

 イ 申請内容に偽りがあったり、不当な手段により許可を受けた場合 

 ロ  許可書に記載されている内容及び条件等に違反した場合 

 ハ  都市公園法または都市公園法に基づく規定に違反した場合 

 ニ  公園の保全または公衆の利用に著しい支障が生じた場合 

 ホ 公園の運営上または公益上やむを得ない必要が生じた場合 

七 当該行為により生じた塵芥は、行為終了後、責任をもって処理 

すること 

八 都市公園法及び関係法令等を遵守するとともに、国営飛鳥歴史 

公園事務所若しくは公園管理受託者と十分連絡をとり、その指示 

に従うこと 

九 一般利用者の安全を守るよう、必要な措置を講ずること 

十 拡声器を使用する場合は、一般利用者ならびに周辺に対し不快 

を与えないようその音量について十分注意すること 

十一 車両等の使用に際しては、別途許可申請を行うこと 

十二 火気（特に煙草）については十分注意すること 

十三 本許可書の記載事項の訂正は、当局の訂正印の押印が無い場   

合無効とする 

十四 当権利を第三者へ転貸、譲渡等は行わないこと。 

十五 許可書は期間中は携行し、当所職員が求めた時には提示すること。 

 

 

 

附則  この要領は平成６年１２月１日から適用する。 

附則  この要領は平成２３年２月３日から適用する。 

 

※飛鳥区域キトラ古墳周辺地区における農空間で収穫される農作物の取扱いについては、

第２期までに作成予定 

※平城宮跡区域については、第3期までに作成予定 
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  (別 表）   

   要領第７条第２項に定める持ち込 

みを制限する物品は、次に掲げるも 

のとする。 

 

   

   

 対象となる物品等の種類 条件または注意事項 

 捕虫道具類  ・園内で使用している場合はみだりに採取

しないよう注意喚起する。 

 植物採取道具類  ・園内で使用している場合、注意を行い 

採取したものは没収する 

 ペット（動物）類  ・リードや鎖を付けるか、籠に入れるなどし 

  糞は飼い主が処分することを義務付ける 

     また事故の責任は飼い主が持つもの 

     とする 

     

 エンジン付きまたは  ・公園の雰囲気を壊し、周辺の民家や 

 バッテリー式模型   利用者に迷惑がかかるような場合は 

    注意し、使用を止めさせる 

 テント、ビーチパラソル  ・芝生地等公園の施設に損傷を与え、 

    また他の利用者に迷惑がかかるような 

    場合は注意し、使用を止めさせる 

 ガラス用品、瓶類  ・責任を持って持ち帰るよう指示する 
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「H27-30 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 運営維持管理業務」における情報セキュリテ

ィについて 
   

（情報資産の取り扱い） 
第１条 事業者は、情報資産（情報及び情報システム等）の機密性、完全性及び可用性

を維持するよう、情報資産の取り扱いを適正に行わなければならない。 
（秘密の保持） 

第２条 事業者は、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、契約

が終了し、又は解除されたときも同様とする。 
（安全確保の措置） 

第３条 事業者は、業務に関して取り扱う情報資産について、漏えい、滅失及びき損の

防止その他の情報資産の適正な管理のための必要な措置を講じなければなら

ない。 
（収集の制限） 

第４条 事業者は、業務を処理するために情報を収集するときは、業務を処理するため

に必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 
（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た情

報を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 
（複写または複製の禁止） 

第６条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うため発注者か

ら提供を受けた情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
（下請負の制限） 

第７条 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、第三者に委託して

はならない。 
（資料等の返還等） 

第８条 事業者は、業務を行うため、発注者から提供を受け又は事業者自らが収集し、

若しくは作成した情報が記録された資料等（電子媒体を含む）は、当該契約終

了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。 
（事故等の報告） 

第９条 事業者は、第１条から第８条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある

ことを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければ

ならない。 
（体制の整備） 

第１０条 事業者は、情報セキュリティを確保するための体制を整備し、責任者や従事

別添２ 
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させる者の名簿及び連絡体系図を発注者に提出しなければならない。 
（管理状況の調査） 

第１１条 発注者は、事業者が業務を行うに当たり、取り扱っている情報資産の管理の

状況について、必要に応じて調査することができ、事業者はそれに協力しな

ければならない。 
（契約解除及び損害賠償） 

第１２条 発注者は、事業者が本要領に違反していると認めたときは、本契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができる。 
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復原事業情報館 平面図 別添3（参考図）
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                                                                  国 官 会 第 ２ ９ ３ 号 
 
  改 正   平成１７年６月 ２日   国官会第３２１－２号 
  改 正    平成１７年９月 １日   国官会第８２３号 
  改 正    平成２０年８月 １日   国官会第８３６－２号 
  改 正    平成２０年９月１７日   国官会第９８４号 
  改 正    平成２２年３月２３日   国官会第２１１７号 

  改 正    平成２３年３月３１日   国官会第２９９４号 

    改 正    平成２４年３月３０日   国官会第３３８３号 

改 正     平成２５年３月２５日   国官会第３６７７号 

   改 正     平成２６年３月２８日   国官会第３３９５号 

 

（通 則） 
第１ 国土交通本省の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に委託する場合の取扱いについて 
は、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託契約書又は委託費の取扱いに関する要 
領等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 
（委託業務実施要領） 
第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、業務 

委託をしようとするときは、次に揚げる項目を明らかにした委託業務実施要領（以下「実施要  

領」という。）を、委託しようとする者に送付するものとする。 
  一 名称 
 二 委託料の限度額 
 三 業務の目的及び内容 
 四 業務の実施場所 
 五 業務の実施期間 
 六 その他必要な事項（成果物の仕様） 
 
（委託料の算定） 
第３  担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。 
 
（実施計画書等の提出） 
第４ 担当官は、第２により実施要領の送付を受けこれを受託しようとする者（以下「受託者」と 

いう。）から、次に掲げる計画書等を提出させるものとする。なお、変更しようとするときも同 

様とする。 
 一 実施計画書（別記様式第１） 
 二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２） 
  三 承諾書  
 四  実施体制書(別記様式第３） 

別添５ 
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 五 その他担当官が必要とする書類 
 
（契約の締結） 
第５ 担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたとき 

は、別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。 
２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜条項を変更 

することができる。 
 
（再委託等） 

第６ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせよう 

とするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託（変更等）承諾申請書（別記様式 

第４）を委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、変更しようとするときも同様とす 

る。 

２ 前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委 

託が行われるときは、その履行体制に関する書面（別記様式第５）を委託者に提出しなければな 

らない。なお、変更しようとするときも同様とする。 

 
（報告書等の提出） 
第７ 担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副 

２通）を成果物に添えて提出させるものとする。 
 一 完了報告書（別記様式第６） 
 二 精算報告書（別記様式第７） 
 三 委託費経費内訳報告書（別記様式第８） 
 四 残存物件報告書（別記様式第９） 
２ 担当官は、受託者が第８第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了したときは、遅 

滞なく、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。 
 一 補正完了報告書（別記様式第６に準ずる様式） 
 二 精算報告書 
 三 残存物件報告書 
 
（検 査 等） 
第８ 担当官は、第７第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又は国土交通本省 

会計事務取扱細則（以下「細則」という。）第３２条に基づき補助者に命じて検査を行うものと 

する。 
２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結果不合格 

と認めたときは、細則第３３条に定める検査調書に次に掲げる事項を付記して担当官に提出する 

ものとする。 
 一 不合格である旨 
 二 不合格と認めた理由 
 三 その措置についての意見 
３ 担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書を受理したときは、 

受託者に対し補正を命ずるものとする。 
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４ 第１項の規定は、第７第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用する。 
５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認めたとき 

は、細則第３３条により検査調書を担当官に提出するものとする。 
 
（担当職員の任命等） 
第９ 担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担当職員を任命し、

 任命後すみやかに受託者に通知するものとする。 
 一 委託業務の処理状況についての調査 
 二 委託料の経理状況についての監査 
 三 その他委託業務についての必要な指示 
 
（概 算 払） 
第10 担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させることができる。 
 
（委託費の精算） 
第11  担当官は、受託者から第７の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認め 

たときは、委託費の額を確定し、これを受託者に通知するものとする。 
 
（請求書の受理） 
第12 担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書を受理するものとし、受理後は、必要書 

類を添えて官署支出官に回付するものとする。 
 

附則 
１．この要領は、平成１３年４月２日から適用する。 
 
   附則（平成１７年６月 ２日国官会第３２１－２号） 
１．この要領は、平成１７年６月２日から適用する。 
 
   附則（平成１７年９月 １日国官会第８２３号） 
１．この要領は、平成１７年９月１日から適用する。 
 
   附則（平成２０年８月 １日国官会第８３６－２号） 
１．この要領は、平成２０年８月１日から適用する。 
 
   附則（平成２０年９月１７日国官会第９８４号） 
１．この要領は、平成２０年１０月１日以降に入札手続を開始する契約について適用する。 
 
   附則（平成２２年３月２３日国官会第２１１７号） 

１．この要領は、平成２２年４月１日から適用する。 

 

   附則（平成２３年３月３１日国官会第２９９４号） 

１．この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 
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      附則（平成２４年３月３０日国官会第３３８３号） 

１．この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

    附則（平成２５年３月２５日国官会第３６７７号） 

１．この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

      附則（平成２６年３月２８日国官会第３３９５号） 

１．この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 
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別記様式第１（第４）

（単位：千円）

実施期間 成果物 摘要

（備　　考）

１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ適宜項を加除して使用すること。

３．受託の内容は、調査項目毎に区分すること。

５．変更にあっては、変更後の部分を上段に（　）書きすること。

６．業務委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、摘要欄にその事務の内容及び委託先等必要な事項を記載する
こと。

実　　　施　　　計　　　画　　　書

経　費　積　算　内　訳受託の内容

４．経費積算内訳は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品費、
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。なお、区分等は必要
に応じ適宜加除して計上すること。

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別記様式第２（第４）

（単位：千円）

四半期別

経費区分

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

３．変更にあたっては、変更後の部分を上段に（　　）書きすること。

摘　　要

２．経費区分は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費の区分により記載するこ
と。なお、区分は必要に応じ適宜加除して記載すること。

四　半　期　別　必　要　経　費　内　訳　書

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別記様式第３（第４）

支出負担行為担当官

国土交通省　○　○　○　○　　殿

受託者 住　所

氏　名 印

１．再委託の（変更等）承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること）

２．再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること）

３．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計）

４．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約金額の根拠

・

・ 継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の「写し」を添付）

５．その他特記事項

受託者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

① 受託者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。

②

③ 受託者は、委託者（支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。

　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国土交通省　○　○　○　○ 印

（備考） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ、適宜加除して使用すること。

再委託（変更等）承諾申請書

平 成 年 月 日

平成　　年　　月　　日付けの「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務契約」（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆
円、税込み）に関して、下記の通り申請するので、手続き方お願いします。

受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後に
おいて履行の確認ができるように徹底すること。

記

業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収した結果（この場合、その「写し」を
添付）

平 成 年 月 日

　　平成　　年　 　月　　日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変
更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。
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別紙様式第４（第４）

○当該履行体制に関する書面は、「委託契約書第４条」に基づいて作成したものである。

（受託者）

住　　所

氏　　名

（再委託先１） （再々委託先１）

○○○有限会社 ○○○株式会社

××株式会社 住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先２）

○○○株式会社（予定）

住 所

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

（再委託先３） （再々委託先２）

○○○合資会社 ○○○株式会社

住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先□）

・・・・・ ・・・・・

（ 備 考 ） 本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。

①再委託の相手方の住所

②氏名（若しくは代表者氏名）

③再委託を行う業務の範囲

履　行　体　制　に　関　す　る　書　面

（実施計画書の別紙資料）

平 成 年 月 日

受託者

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

△△に関する□□地区基
礎調査

担当業務範囲
若 し く は 内 容
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別記様式第５（第６）

平 成 年 月 日

支出負担行為担当官

国土交通省　○　○　○　○　　殿

受託者 住　所

氏　名 印

１． 精 算 報 告 書 通

２． 残 存 物 件 報 告 書 通

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

完　　了　　報　　告　　書

平成　　年　　月　　日付契約（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円）の○○○○が完了したので、成果物
及び下記の書類を添えて報告します。

記

（ 備 考 ）
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別記様式第６（第６）

（単位：円）

過不足額

(A)-(B)

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

３．第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

摘　　要

２．経費区分は、別紙様式第１備考４により記載すること。

精　　算　　報　　告　　書

予定経費(A) 支出額(B)経　費　区　分

計
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別記様式第８（第６）

取得年月日 物　　件　　名 規　　格 数　　量 単　　価 価　　格 経費区分 摘　　要

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

２．価格は取得価格を記載し、受託中に派生的に取得した物件については、見積額を記載すること。

４．第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

３．経費区分は、別記様式第１備考４の区分により記載し、区分が明らかでないものは、摘要に取得の理
由を記載すること。

残　　存　　物　　件　　報　　告　　書
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都市公園占用許可申請書

都市公園法第６条第１項の規定により下記のとおり許可を申請する。

記

（新規・更新・変更・昭和　　年　　月　　日第　　号）

平成　　年　　月　　日

（公園管理者）

近畿地方整備局長殿

（申請者）

住　所

氏　名 印

都 市 公 園 名

占 用 の 目 的

占用物件の名称

・規模・構造及

び数量

物件の管理方法

公園の復旧方法

その他参考と
なるべき項目

担当者
氏　名

工事の実施方法

及び工事の着手

及び数量

（実施方法）

（掘削面積）

（　時　期）

長さ　　　　　　幅　　　　　　面積

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

占 用 場 所

占 用 期 間

奈良県高市郡明日香村大字　　　地先

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

国営飛鳥歴史公園（高松塚周辺・石舞台・祝戸・甘樫丘）地区
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住所

氏名

公 園 管 理 者

国営飛鳥歴史公園 地区

奈良県高市郡明日香村 地先

～ （ 日）

(実施方法)

(建築面積)

(時期)

総額（初年度） （うち消費税　 ）（予定）

（下記のほか別紙のとおり）

完  了  の  時  期

都市公園占用許可書

平 成 年 月 日 付 で 申 請 の あ っ た 都 市 公 園 の 占 用 に つ い て は 、

平 成 年 月 日

平 成 年 月 日

平 成 年 月
日

国 近 整 飛 占 第 号

請 求 す る こ と が で き る 。

許   可   条   件

この都市公園の占用許可について不服があるときは、行政不服審査法に定めるところに

より、この許可証を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に国土交通大臣に審査

使    用    料

占   用   期   間

占用物件の名称・規模

工事の実施方法及び

・ 構 造 及 び 数 量

占  用  の  目  的

工 事 の 着 手 及 び

占   用   場   所

近畿地方整備局長

都 市 公 園 法 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 許 可 し ま す 。

記

都  市  公  園  名
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平成　　　年　　　月　　　日

近畿地方整備局長　殿

住　所

申請者

氏　名 印

許　可　申　請　書

記

行為の種別

日時又は期間  平成　　年　　月　　日（　　）～平成　　年　　月　　日（　　）

 国営飛鳥歴史公園　　　　　　　　　　　　　　地区

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので下記により申請します。

場　所

その他参考となる項目

内　容

目　的
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国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における広報・行事等の取扱いについて 

 
 
 
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における広報・行事等の取扱いについては以下に従い施行するものと
する。 
 
 
 

記 
 
 

 

  １.（印刷物の作成及び行事の実施についての協議） 

 当公園内で行事を実施する場合又は委託費（一部他の資金を活用する場合を含む。）によ

り広報宣伝又は利用者指導等に関する印刷物を作成し、又は行事を実施する場合には、十分

時間的余裕をもって協議の上、書面により事前に国の承諾を得るものとする。   
 

 

  ２．（留意事項） 

 当公園における行事、広報は「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園飛鳥区域における行為の禁止

等に関する取扱要領」を遵守し、実施すること。 

 

  ３.（印刷物及び行事に係わる表示） 

 委託費（一部他の資金を活用する場合を含む。）により印刷物を作成し、又は行事を実施

する場合には当該印刷物を作成し、又は行事を実施する者として、次に掲げる表示を行うも

のとする。ただし、表示の詳細については個別に協議をして定めるものとする。 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 

近 畿 地 方 整 備 局 
（あるいは国営飛鳥歴史公園事務所） 

受 託 者 名            
（あるいは飛鳥公園管理センター） 

（あるいは平城宮跡公園管理センター） 
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事業者が参加する会議一覧及び参加時の役割 
 

 

 

 
参画会議等 役割 

1 明日香村観光交流活性化事業実行委員会 会議出席 

2 明日香路写真コンクール事業実行委員会 
撮影会共催 

監査 

3 飛鳥京観光協会 総会出席 

4 近畿都市緑化推進協議会 会議出席 

5 文化庁との定例会議 会議出席 

6 明日香村文化協会 総会出席 

7 明日香村伝承芸能保存会 総会出席 

8 定例会 会議出席、会議の報告書作成 

9 里山クラブ運営委員会 
会長等の役員、会議出席、会議資

料作成 

※上記の他、公園の運営維持管理に係わる会議への参加依頼があった場合は、適切に対応する

こととする。 
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国営飛鳥・平城宮跡歴史公園消防計画書 
 

第一章  総  則 
 

（目 的） 
第1条 この計画は、消防法 8 条第 1 項に基づき国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における

防火管理業について必要事項を定め、防火管理の徹底を期することにより、火災

その他による災害の軽減を図ることを目的とする。 
 
(防火管理者の権原等) 
第2条 防火管理者は、この計画について一切の権原を有し次の業務を行うものとする。 
（１）消防計画の検討及び変更 
（２）消火・通報・避難・避難誘導の訓練の実施 
（３）建築物、火気使用器具設備等の点検、検査の実施及び監督 
（４）消防用設備の点検整備及び監督 
（５）火気使用又は取扱に関する指導監督 
（６）収容人員の管理 
（７）消防機関への届出、報告、連絡等に関すること 
（８）管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理業務に関すること 
 

第二章  予防管理 
（防火管理の組織） 
第3条 １ 防火管理者は消防法施行令第 4 条の責務を完全に履行するため必要数の火元

責任者をおく。 
２ 日常における火災防止を図るため消防用設備、火災使用設備等の適正管理と

機能保持に努める。 
３ 前各項による組織及び任務分担は別表第 1 のとおりとする。 

 
（自主検査等） 
第4条 火災予防に関する自主検査については、別表第 2 及び次に定めるとおりとする。 

１ 火気使用器具の日常点検       使用後随時又は終了後 
２ 喫煙管理状況            随時又は終了後 
３ 事務所及び公園館の出入口、通路、非常口等の避難路の障害状況 

随時又は終了後 
４ 火気使用器具及び施設の管理状況   1 ヶ月に 1 回 
５ 電気設備及び器具の管理状況     1 ヶ月に 1 回 
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６ 危険物等の管理状況         1 ヶ月に 1 回 
 
（消防用設備の点検） 
第5条 消防用設備については、消防法第 17 条の 3 の 3 に基づき次の点検を実施すると

ともに別に維持台帳に記録し、3 年に 1 回消防署長に報告するものとする。 
外観及び機能点検    6 ヶ月に 1 回 
総合点検        1 年に 1 回 
なお、上記点検について点検資格者の必要な点検は、点検資格者と保守契約を

結び点検を実施するものとする。 
 
（臨時の火気使用等） 
第6条 １ 建物内外において指定された場所以外で火気を使用する場合は、防火管理者

の許可を受けなければならない。 
２ 防火管理者は火気使用について、必要のあるときはその使用について場所の

指定又は制限並びに適切な指示を与える。 
３ 防火管理者は日常の火災予防について、守らなければならない基本事項につ

いて指示する。 
 

第三章 自衛消防活動 
 
（消防隊の編成及び活動） 
第7条  火災その他災害発生時の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊長を最高責

任者とした組織を編成(別表第 3)し、それぞれの担当業務を遂行するものとする。 
 

第四章  教養訓練 
 
（教 養） 
第8条 １ 防火管理者は、職員に対して防火に関する教育訓練を実施し、防火管理に万

全を期すよう努めるものとする。 
２ 職員は、前項の教育を積極的に受け入れるとともに、防火に関する知識につ

いて一層の向上を図るものとする。 
 
（訓 練） 
第9条  防火管理者は有事に際し、人的物的被害を最小限にとどめるため消防訓練によ

って技術の練磨を図るため年 1 回の訓練を実施する。 
(１)総合訓練 

火災等の災害を想定して自衛消防隊の編成に基づき通報、避難等の総合訓練を行う。 
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(２)部分訓練 
通報・消火・避難等の訓練を個別に実施して、それぞれの任務の確認や技術の習得を

図る。 
 

第五章  震災予防 
 
（震災予防） 
第10条  大規模な地震の発生に関する予知情報等地震情報が発せられた時は、第 2 章の

各条によるほか次によるものとする。 
（１）情報の収集及び関係社への伝達 
（２）建物及び施設に対する措置 

・建物内の陳列品、物品等の転落落下防止の実施 
・消防用設備及び避難路の点検 

（３）出火予防 
・火気使用器具設備等の使用制限及び使用中止 
・火気使用器具設備等の転落落下防止及び自動消火装置等の点検 
・危険物施設の検査及び流失及び漏れ等の防火装置の点検 

 
（地震後の措置） 
第11条  地震直後においては、建物、消防用設備、火気使用器具等に対し点検、検査及

び応急措置を行う。 
 

第六章  雑 則 
（摘要範囲） 
第12条  この計画は、関係者及び出入する者すべての者に適用する。 
 
附則 この計画は、平成●年●月●日より実施する。 
 
 
 
付表・別表は割愛する。 
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平 成 ２ ５ 年 度 
 
 
 
 
 

災害対策部運営計画（抄） 
 
 
 

 
 
                             
                                         
 
 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

（ 災 害 ・ 防 災 運 営 計 画 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省 近畿地方整備局 
 
 

国営飛鳥歴史公園事務所  
 
                            （平  城  分  室 ）  

別添 11 

別添 - 71



＜目    次＞ 
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第１条（目的） 

 
 この計画は，災害対策基本法，防災基本計画及び国土交通省防災業務計画に基づき，近畿地方整備局 
 
国営飛鳥歴史公園事務所の所掌事務について，防災に関し執るべき措置等を定め，防災対策の総合かつ 

                                                                                       
計画的な推進を図り，もって民生の安定，国土の保全，社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ  
                                                                                             
とを目的とする。      

 
 
第２条（災害対策部の設置） 

 
 前条の目的を達成するため国営飛鳥歴史公園事務所に「国営飛鳥歴史公園事務所地震災害対策部・風 
 
水害対策部」を置く。 
 
１．地震災害対策部                          別表１ 
 
２．風水災害対策部                          別表２ 

 
 
第３条（組織及び分担） 

 
１．対策部の組織は別紙（１）の通りとし，各班，各掛の業務分担は別紙（３）の通りとする。 
 
２．対策部長は事務所長，対策副部長は工務第一課長、調査設計課長（事務所）、副所長 
 
 （平城分室）又は事務所長の指名する職員とし，対策部長を補佐し，対策部長に事故ある時は代行する 
 
ものとする。 
 
３．対策部長の指示する業務を行うため，当公園の維持管理を委託している●●●●●●の人員を配置 
 
 するものとする。（なお、キトラ古墳周辺、平城宮跡の地区を除く。） 

 
 
第４条（災害対策地区の指定） 

 
１．災害対策の指定地区は下記の通りとする。 

 
地区一覧表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５条（警戒体制の発令） 

 
１．対策部長は，気象情報等に基づき，警戒体制の発令及び解除を指令しなければならない。その指令 
 

については，総務班長を通じて各班に連絡するものとし，連絡系統の詳細については，別紙（１） 
 
の組織構成表（フロ－）によるものとする。 

 
２．対策部長は，警戒体制の発令及び解除を行った場合は，対策本部長へ報告しなければならない。 
 
３．業務基準及び出動人数 

 
(1) 業務基準及び出動人数は，警戒体制の区分表別表１～２に示す基準とする。 

地   区 所 在 地 

祝戸・石舞台・ 

甘樫丘・ 

高松塚周辺・ 

キトラ古墳周辺 

奈良県高市郡 

明日香村 

平城宮跡 奈良市 
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第６条（報 告） 
 
１．工作班長は，次の各号に該当する事項について，対策班長を通じて対策部長に報告しなければなら 
 
ない。 
 
(1) 警戒体制に伴うパトロ－ル巡回での異常事故等。 
 
(2) 災害が発生した時。 
 
(3) その他災害対策上，重要な事項。 

 
２．対策部長は，上記の報告を取りまとめ，対策本部長に報告しなければならない。 

 
 
第７条（その他関係団体への通知等） 

 
 公園内の危険個所への立入を禁止した場合，明日香村総務課，明日香村観光開発公社，飛鳥保存財団 
 
（平城宮跡区域は、文化庁文化財部記念物課、奈良県県土マネジメント部まちづくり推進室平城宮跡事業 
 
推進室、奈良市総合政策課、奈良県文化財研究所連携推進課）に通知しなければならない。 

 
 
第８条（公園利用者等への広報） 

 
 公園内の危険個所への立入を禁止した場合，明日香村総務課を通じ，村内放送等で公園利用者に周知 
 
をする。 
 
 また，近畿日本鉄道の飛鳥駅，岡寺駅，橿原神宮前駅の３個所、平城宮跡区域では近畿日本鉄道の大和 
 
西大寺駅、新大宮駅の２箇所の駅に掲示板等で来園者に周知する。 

 
   
第９条（応援及び協力） 

 
１．対策部長は必要に応じ，他の班の応援を命ずることが出来る。 
 
２．各班及び各掛員は，互いに協力して災害の防止に努めなければならない。 

 
 
第１０条（緊急時） 

 
 緊急時（公園利用者等事故・災害）については，負傷等が生じた時は直ちに中和広域消防組合高市消 
 
防署（平城宮跡区域は奈良市消防署、中央消防署、南消防署西大寺分署）に連絡して対処して，対策本部

長に報告する。 
 災害発生時には，状況を直ちに対策本部長に報告し対策について協議して対処する。 

 
 
第１１条（適用期間） 

 
 本計画の運用は平成２５年１２月 １日から翌年度計画の承認時までとする。 

 
 
 

    別紙（１）、（２）、（４）～（８）は割愛する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添 - 74



別表１ 
警戒体制の区分表（地震災害）の発令基準，職務基準，出動人員 

  
 体制区分  発 令 基 準 職 務 基 準    出 動 基 準  

 注意体制  1.気象庁が明日香村（平城分室 
  は奈良市）周辺地域で震度４ 
  を発表した場合。 
 
 2.気象庁が近畿地方管内の地 
  域で震度４を発表し，対策 
  部長が必要と判断した場合。 
 
 3.対策部長が必要と判断した 
  場合。 

 1.各種情報の収集整理及び体 
  制の報告。 
 
 2.警戒体制に移る準備（夜間 
  にあっては直ちに警戒体制 
  に入れるよう体制要員に連 
  絡させる。） 

 （事務所） 
 対策副部長，総務班長， 
 対策班長又はこれに代わ 
 る掛員の１名 
  工班長，工作副班長又 
 はこれに代わる掛員の１ 
 名 
     計２名 
 
 （平城分室） 
 対策班, 工作班で１名 

 警戒体制  1.気象庁が明日香村（平城分室 
  は奈良市）周辺地域で震度５ 
  弱もしくは５強を発表した場 
  合。 
 
 2.気象庁が近畿地方管内の地 
  域で震度５弱もしくは５強を 
  発表し，対策部長が必要と判 
  断した場合。 
 
 3.対策本部長の指令があった 
  場合。 
 
 4.対策部長が必要と判断した 
  場合。 

 1.各種情報の収集整理及び体 
   制の報告。 
 
 2.災害が発生したときは状況 
   に応じた対応を行うととも 
   に，対策本部に連絡。 
 
 3.対策本部の応援指令があっ 
   たときは，応援に必要な要 
   員・資機材を派遣。 
 
 4.災害情報，災害応急復旧， 
   対策状況等について，必要 
   に応じて広報。 
 
 5.工作班によるパトロ－ル車 
   に出動命令を出し，災害対 
   策地区の構造物・法面等の 
   注意巡回。 

 （事務所） 
 対策副部長，総務班長， 
 対策班長又はこれに代わ 
 る掛員の２名と運転手１ 
 名 
  工作班長，工作副班長 
 又はこれに代わる掛員の 
 ４名（巡回を含む） 
    計７名 
 
 （平城分室） 
 対策班,工作班で１名 

 非常体制  1.気象庁が明日香村（平城分室 
  は奈良市）周辺地域で震度６ 
  弱以上を発表した場合 
 
 2.対策本部長の指令があった場 
  合。 
 
 3.対策部長が必要と判断した場 
  合。 

 1.各種情報の収集整理及び体 
  制の報告。 
 
 2.災害が発生したときは状況 
  に応じた対応を行うとと 
  もに，対策本部に連絡。 
 
 3.対策本部の応援指令があっ 
  たときは，応援に必要な 
  要員・資機材を派遣。 
 
 4.災害情報，災害応急復旧， 
  対策状況等について，必 
  要に応じて広報。 
 5.危険箇所への進入を禁止。 
 
 6.公園内の安全を確認するた 
 め巡回。 

        全  員 
 
 
 
 
 
 
 
 
       計２１名 

 解  除  1.対策部長が災害発生の恐れが 
  なくなったと判断した場合。 

 体制の解除及び報告  

 
(注)1.出動基準は標準的なものであり、人員の配置は災害の状況等により、弾力的に運用するものとする。 

2.巡回員は運転手の外、原則として２名とするが、貸付車の場合は巡視員を兼ねることができるもの 
とする。 
なお，巡回については、近接場所は自転車、バイク、徒歩にて行う場合もある。 
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別表２ 
警戒体制の区分表（風水災害）の発令基準，職務基準，出動人員  

 体制区分  発 令 基 準 職 務 基 準 出 動 基 準 

 注意体制  1.風雨に関する注意報若しくは，警報 
   (以下「注意報等」という）が，発 
  令され対策部長が必要と認めた場合。 
 
 2.かなりの降雨又は強風があり，公園 
  内通路や施設に危険があると予想さ 
  れる場合。 
 
 3.気象情報ｼｽﾃﾑによる自動通報(時間 
  雨量30㎜、連続雨量150㎜以上)が 
   あり、対策部長が必要と認めた場合 
 
 4.火災が園外で発生し，園内に延焼の 
  恐れがある場合。 
 
 5.対策本部長の指令があった場合。 
 
 6.その他対策部長が必要と認めた場合 

 1.各種情報の収集整理及び体制報告 
 
 2.警戒体制に移る準備（夜間にあっ 
  ては直ちに警戒体制に入れるよう 
  体制要員に連絡させる。） 

(事務所） 
 対策副部長，総務班長， 
 対策班長又はこれに代 
 わる掛員の１名 
 工作班長，工作副班長 
又はこれに代わる掛員の 
１名 
   計２名 
 
（平城分室） 
 対策班,工作班で１名 

 
 警戒体制 

 1.強風，降雨，雷雨災害等により，公 
   園内に災害が予想され、対策部長が 
  必要と認めた場合。 
 
 2.強風，降雨，雷雨等により，公園内 
   に重大な災害が発生した場合。 
 
 3.火災が園内で発生した場合又は園外 
   から発生した火災により広範囲に延 
   焼した場合。 
 
 4.対策本部長の指令があった場合。 
 
 5.その他対策部長が必要と認めた場合 

 1.各種情報の収集整理及び体制報告 
 
 2.非常体制に移る準備（夜間にあっ 
  ては直ちに非常体制に入れるよう 
   体制要員に連絡させる。） 
 
 3.工作班によるパトロ－ル車に出動 
  命令を出し，災害対策地区の構造 
   物・法面等の注意巡回。 
 
 4.災害情報，災害応急復旧，対策状 
  況等について，必要に応じて広報。 
 
 5.対策本部の応援指令があった時 
  は，応援に必要な要員・資機材を 
  派遣。 

(事務所） 
 対策副部長，総務班長， 
 対策班長又はこれに代 
 わる掛員の２名と運転 
 手１名 
 工作班長，工作副班長， 
 又はこれに代わる掛員 
 の４名（巡回を含む） 
       計７名 
 
（平城分室） 
 対策班, 工作班で１名 

 
 
 非常体制 

 1.強風，降雨，雷雨，火災等により， 
  公園内の法面の崩壊，構造物の倒 
  壊消失，園路の陥没等重大な災害 
  が発生した場合。 
 
 2.対策本部長の指令があった場合。 
 
 3.その他対策部長が必要と認めた場合 

 1.各種情報の収集整理及び体制報告 
 
 2.危険箇所への進入を禁止。 
 
 3.災害が発生したときは状況に応じ 
   た対応を行うとともに，対策本部 
   長に報告。 
 
 4.公園内の安全を確認するため巡回 
 
 5.災害が発生したときは，災害に関 
   する調査を行うとともに復旧に対 
   する適切な措置。 
 
 6.対策本部の応援指令があった時は 
  応援に必要な要員・資機材を派遣 
 
 7.災害情報，災害応急復旧，対策状 
   況等について，必要に応じて広報。 

    全 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      計２１名 

 解  除  1.対策部長が，災害発生の恐れがな 
  くなったと判断した場合。 

  体制の解除及び報告  

 
(注)1.出動基準は標準的なものであり、人員の配置は災害の状況等により、弾力的に運用するものとする。 

2.巡回員は運転手の外、原則として２名とするが、貸付車の場合は巡視員を兼ねることができるものとする。 
なお，巡回については、近接場所は自転車、バイク、徒歩にて行う場合もある。 
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別紙（３）                      
業   務   分   担 

 
  

  班  掛  業   務   内   容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 対 
 
 
 
 
 
 
 
 策 
 
 
 
 
 
 
 
 部 
 
 
 
 
 
 
 
 長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 対 
 
 
 
 
 
 策 
 
 
 
 
 
 副 
 
 
 
 
 
 部 
 
 
 
 
 
 長 

 総務班 
 
 (国営飛鳥歴史公園事務所） 
 
   総務班長 
 
    副班長 
 
 
 (平城分室） 
 
   対策副部長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 総務掛 

 １．各班との連絡調整に関すること。 
 
 ２．非常炊出し，救助に関すること。 
 
 ３．渉外事務に関すること。 
 
 ④．外部に対する広報に関すること。 
 
 ５．自動車の統制運用に関すること。 
 
 ６．防災上必要な訓練に関すること。 
 
 ７．その他災害対策部の業務のうち他の班に属さない事項に 
   関すること 
 
 ８．物資の調達，会計に関すること。 

 対策班 
 
 (国営飛鳥歴史公園事務所） 
 
   対策班長 
 
    副班長 
 
 
 (平城分室） 
 
   対策班長 
 
    副班長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 対策掛 

 ①．各警戒体制における各班の組織，構成に関すること。 
 
 ②．警戒体制等の発令解除及び人員編成に関すること。 
 
 ３．気象情報地震に関する情報の収集，雨量観測及び情報の 
   収集に関すること。 
 
 ４．交通規制等の措置に関すること。 
 
 ５．交通規制及び災害の報告に関すること。 
 
 ６．関係官庁，団体等との連絡に関すること。 
 
 ⑦．災害復旧のための応援に関すること。 
 
 ８．災害に関する情報の収集及び調査に関すること。 
 
 ９．災害活動の記録、とりまとめに関すること。 
 
 10．災害復旧対策の企画，設計に関すること。 
 
 11．機械の準備点検，配置に関すること。 
 
 12．電気設備及び通信設備に関すること。 

 工作班 
 (国営飛鳥歴史公園事務所) 
 （平城分室） 
 （●●●●●●●●） 
 

 工作班長 
 
       副班長 

 
 
 
 
 工作掛 

 １．雨量観測及び情報の収集に関すること。 
 
 ２．連絡業務及び広報業務に関すること。 
 
 ３．公園の巡回及び防災に関すること。 
 
 ④．規制の実施に関すること。 
 
 ５．災害調査及び復旧の実施に関すること。 

 
 
備考 １）○印は主として班長等の業務とする。 
      ２）業務分担については，総務班，対策班は国営飛鳥歴史公園事務所とし，工作班はすでに 
     開園している４地区については●●●●●●●●の業務とするが，応援等が必要な場合は 
     第９条による。 
           また、工作班でキトラ古墳周辺については、国営飛鳥歴史公園事務所とし,平城宮跡に 
     ついては、平城分室とする。 
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〔委託費で取得した備品〕

１．取扱い

(1) 受注者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 前号の備品は、備品台帳に登載し管理しなければならない。

(3) 受注者は、業務委託契約を締結した際に、支出負担行為担当官に残存備品要求書（様式第１）を
提出するものとする。ただし、翌年度において、当該委託契約が引続き締結され継続して備品を使
用する場合は残存備品継続使用承認申請書（様式第２）を支出負担行為担当官に提出し承諾を得
るものとする。

(4) 受注者は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契約書第８
　　 条に基づく検査の結果、合格通知があった後、残存備品返納書（様式第３）により、国に返納しなけ

ればならない。

(5) 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、受注者の負担にお
いて補てんし、又は修理しなければならない。ただし、受注者の故意又は重大な過失によらない場
合はこの限りではない。

２．処分

(1) 備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。

① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると認められる
場合。

② 備品が受注者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められ
る場合。

③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大な支障をきたすと認められる場合。

(2) 処分の方法

受注者は、前号に該当する備品を売払った場合は、その内容を証する書類を添えて国に書面によ
り報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入するものとする。
また、売払うことが不利（備品の売払価格が、当該備品の売払いのために要する費用に満たないと
認められる場合）又は、売払う事ができないものは、破棄することができる。受注者は破棄した場合
はその都度その旨を書面により国に報告しなければならない。

取得した備品及び貸与備品等の取扱い

残存する備品及び貸与備品については、下記により取扱うものである。

記

別添12
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〔貸与備品〕

１．取扱い

(1) 受注者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 受注者は、業務委託契約を締結した際に、分任物品管理官に貸与備品要求書（様式第４）を提出し
分任物品管理官の承諾を得るものとする。

(3) 分任物品管理官は、貸与備品要求書を受理し問題なき場合は受注者へ貸与備品引渡通知書（様
式第５）をもって承諾したものとする。

(5) 受注者乙は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契約書第
８条に基づく検査の結果、合格通知があった後、貸与備品返納書（様式第６）により、国に返納しな
ければならない。

(6) 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、受注者の負担にお
いて補てんし、又は修理しなければならない。ただし、受注者の故意又は重大な過失によらない場
合はこの限りではない。

２．処分

(1) 備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。

① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると認められる
場合。

② 備品が受注者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められ
る場合。

③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大な支障をきたすと認められる場合。

(2) 処分の方法

受注者は、備品が前号に該当する事由により使用不能と認められる場合は、速やかに分任物品管
理官に貸与備品返納書（様式第７）をもって報告し、使用不能備品を返納するものとする。
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（様式第１）

殿

住　所

氏　名 印

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において別紙　残存

備品について使用したく要求します。

平成　　年　　月　　日

残　存　備　品　要　求　書
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　　様式第１別紙

取得年月日 品名 規格 数量 単価 価格 経費区分 適用

残　存　備　品　一　覧　表
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（様式第２）

殿

住　所

氏　名 印

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において別紙　残存

備品について、平成　　年　　月　　日まで継続使用したく申請します。

平成　　年　　月　　日

残　存　備　品　継　続　使　用　承　認　申　請　書
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　　様式第２別紙

取得年月日 品名 規格 数量 単価 価格 経費区分 適用

残　存　備　品　一　覧　表
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（様式第３）

殿

住　所

氏　名 印

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において、完了検査

に合格したので、別紙　残存備品を返納します。

平成　　年　　月　　日

残　存　備　品　返　納　書
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　　様式第３別紙

取得年月日 品名 規格 数量 単価 価格 経費区分 適用

残　存　備　品　一　覧　表
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（様式第４）

殿

住　所

氏　名 印

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において別紙　貸与

備品について支給を要求します。

平成　　年　　月　　日

貸　与　備　品　要　求　書
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　　様式第４別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 貸与年月日 備考

貸与備品一覧表（機械器具等）
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（様式第５）

殿

分任物品管理官　近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所長

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において別紙　貸与

備品について支給するから通知する。

平成　　年　　月　　日

貸　与　備　品　引　渡　通　知　書
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　　様式第５別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 貸与年月日 備考

貸与備品一覧表（機械器具等）
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（様式第６）

分任物品管理官　近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所長　　　殿
住　所

氏　名 印

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において、完了検査

に合格したので、別紙　貸与備品を返納します。

平成　　年　　月　　日

貸　与　備　品　返　納　書
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　　様式第６別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 貸与年月日 備考

貸与備品一覧表（機械器具等）
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（様式第７）

分任物品管理官　近畿地方整備局

国営飛鳥歴史公園事務所長　　　殿
住　所

氏　名 印

平成　　年度　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園維持管理業務　において、貸与している

別紙備品について使用不能と認められるため返納します。

平成　　年　　月　　日

貸　与　備　品　返　納　書
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　　様式第７別紙

機械器具名 規格　 単位 数量 返納年月日 備考（使用不能理由）

返納貸与備品一覧表（機械器具等）
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飛鳥公園ボランティア規約（例） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条   本ボランティアは、国営飛鳥歴史公園（以下「本公園」という。）において、“日本

人の心のふるさと”としての飛鳥地域の歴史や自然等を保全・活用しながら、地域

や市民との連携・協働により、飛鳥地方の活性化に貢献するための活動を行って

いただくことを目的とします。 

   本規約は、当該活動を円滑に推進することを目的として、国営飛鳥歴史公園運

営維持管理業務受託者（以下、事業者という。）が定めるものです。 

（名称） 

第２条  本活動に参加するボランティア組織及びその構成員の総称を、飛鳥公園ボラン

ティア（以下本会という。）と称します。各ボランティア組織の構成員個人について

は、本会においてはメンバーと称します。 

（構成及び資格・ボランティア組織登録） 

第３条  本会は、本公園で活動するボランティア組織によって構成します。 

２  本会を構成するボランティア組織は、事業者が入会を認定・登録した組織・団体

とします。 

３  本会を構成するボランティア組織の認定・登録は、１年度毎の更新とさせていた

だきます。 

４  次の各号に掲げる条件を満たした場合に、本会を構成するボランティア組織及び

その構成メンバーとして認定します。 

一  公園の管理運営方針に適合した活動を実施する場合 

二  運営維持管理上、必要な作業を企画・実施または補助している場合 

三  団体・組織としての規約・会則等が明確であり、公園として認められる内容である

場合 

四  公園スタッフの一員として必要な研修（当公園についての基本情報、活動時にお

ける安全管理、来園者への対応のあり方等）を修了していただいている場合 

五  活動についての対価が無償である場合 

５  本会を構成するボランティア組織は次の各号に掲げる内容について記載した「ボ

ランティア活動実施計画書」を作成、事業者に提出していただきます。 

一  活動（団体）名 

二  活動目的 ： なぜこの活動を行うのかについて記載 

三  活動内容 ： 実際に行う活動を具体的に記載 

四  活動エリア ： どこを活動範囲、活動拠点とするかについて記載 

五  活動期間・時間 ： いつ活動するのかについて記載 

六  登録者名簿 ： 本会に登録するメンバーの氏名、連絡先等について記載 

七  代表者名、連絡先 

八  その他 ： 過去の活動実績、母体団体の存在等事業者が記載を必要とする事

項について記載 

６ 「ボランティア活動実施計画書」は、当該ボランティア組織の活動を認定する際及

び年度毎の更新時にも作成・提出していただきます。 

７  登録の有効期間は年度末までとします。 
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８  本会を構成するボランティア組織が、事情によりやむを得ず１年以上活動を休止

する場合には、その期間を書面（任意書式）にて事業者に提出いただいた上で休

会扱いとします。一度休会した後に復帰する場合には、その構成メンバーについて

は、事業者による再研修を受講していただいた後に再登録して活動を行うこととし

ます。 

第２章 事務局及び役員等 

（事務局） 

第４条  本会の事務局は事業者の担当係に置きます。 

（役 員） 

第５条  本会には、次の役員を置きます。 

  世話人   各構成ボランティア組織より 1 名 

  代表世話人 世話人の中から１名 

２  代表世話人は本会を代表し、事務局との連絡調整を行い、ボランティア活動全体

の円滑な運営に努めていただきます。 

３  世話人は代表世話人を補佐し、メンバー相互の連絡調整を図り、活動の円滑な

運営に努めていただきます。 

（選 任） 

第６条  本会の世話人は、各構成ボランティア組織内において、構成メンバーの立候補ま

たは推薦により選任されます。 

２  代表世話人は、世話人の互選により選任されます。 

（任 期） 

第７条  各役員の任期は１年とし、再任は妨げません。 

（役員会） 

第８条  役員会は、代表世話人、世話人、事務局担当者で構成し、活動の状況に応じて

代表世話人の召集により開催します。 

２  役員会（世話人会議）は、世話人またはメンバーから提案される活動方針や活動

内容の連絡調整、活動で生じる様々な課題等を討議します。 

（総 会） 

第９条  総会は、本会の活動状況の報告や活動計画及びその他の案件の意見交換や承

認・決議等を行う場として、代表世話人と事務局担当者との協議により必要に応じ

て開催します。 

第３章 構成メンバーの登録 

（構成メンバーの登録） 

第１０条  各構成ボランティア組織は研修終了後に構成メンバーへの登録の意思確認を行

っていただき、同意された方をメンバーとして登録し、「ボランティア活動実施計画

書」の登録者名簿に記載して提出していただきます。提出後に登録メンバーを追加

される場合については、その登録の旨を別途書面（任意書式）にて提出いただきま

す。なお、住所等の個人情報は、登録メンバーから直接事業者へ提出していただく

こととします。 

２  各構成ボランティア組織は、年度当初に構成メンバーへの登録更新の確認を行

っていただき、同意された方をメンバーとして登録し、「ボランティア活動実施計画

書」の登録者名簿に記載して提出していただきます。提出後に登録メンバーを追加

される場合については、その登録の旨を別途書面（任意書式）にて提出いただきま
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す。なお、住所等の個人情報は、登録メンバーから直接事業者へ提出していただく

こととします。 

３  活動内容について事業者が適切でないと判断した場合には、未成年者の当該活

動への参加を認めないものとします。 

４  登録の有効期間は年度末までとします。 

５  メンバーは、諸般の事情等でやむを得ず１年以上活動を休止する場合には、そ

の期間を書面（任意書式）にて事業者に届けていただいた上で休会扱いとします。

一度休会した後に復帰される場合には、事業者による再研修を受講していただい

た後に再登録して活動を行うこととします。 

（登録に必要な研修） 

第１１条  本会の活動を実施する際には、次の各号に掲げる事項に関する研修を受講して

いただきます。特に、一、二、三号については最初の園内活動前に研修を修了す

る必要があります。当研修は事業者が行います。 

一  当公園についての基本情報 

二  活動時における安全管理 

三  来園者への対応のあり方 

四  別途指定する研修 

第４章 活動内容 

（活動内容） 

第１２条  第 1 条の目的を達成するため、次の各号に掲げる内容について活動していただ

きます。 

一  事業者との協議により定めた活動 

二  別途指定する活動 

２  本会の活動に当たっては公園規則を遵守し、公園のボランティアとして相応しい

服装、言動、行動に十分ご配慮下さい。 

（活動エリア） 

第１３条  本会の活動エリアは、原則として本公園供用区域内とします。但し、他の施設・団

体等との交流や、活動上必要な研修を実施する場合等はこの限りではありませ

ん。 

（活動日時） 

第１４条  本会の活動期間・時間は、原則として、飛鳥歴史公園館の開館期間・時間内とし

ます。 

２   活動計画日以外の日または時間に活動する場合は、事業者と協議していただ

きます。 

第５章 活動支援 

（活動支援） 

第１５条  活動に必要と認められる資材等は、事業者が現物を提供します。 

２  活動にあたって必要な場合には、事業者との協議していただいた上で、活動拠

点となる場所を提供します。ただし、公園施設として公平かつ清潔な利用に十分ご

配慮下さい。 

第６章 ボランティア保険 

（ボランティア保険） 
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第１６条  メンバーには、ボランティア活動保険への加入をお願いします。ただし、加入にか

かる費用は各メンバーにご負担いただきます。 

２   ボランティア保険加入に関する事務手続きについては、事務局が支援します。 

３  ボランティア活動中に生じた事故や怪我については、ボランティア保険の適用範

囲内で対応します。 

第７章 退会 

（退会） 

第１７条  本会を退会するボランティア組織もしくはその構成メンバーは、事前に事務局に

報告していただいた上で、書面（任意書式）にてその旨を提出していただきます。 

（退会勧告） 

第１８条  次の各号に掲げる事項に該当したボランティア組織もしくはその構成メンバーに

ついては、休会または退会勧告、もしくは登録を抹消します。 

一 他のメンバーを誹謗中傷する行為又は公序良俗に反する行為を行った場合 

二 来園者の安全・快適な公園利用を妨げる行為を行った場合 

三 都市公園法等法令等に違反している行為を行った場合 

四 本会及び国営飛鳥歴史公園の名誉を傷つけ、他の会員に著しく迷惑を及ぼした場

合 

五 その他、本規約のいずれかに違反した場合 

第８章 安全衛生管理 

（安全衛生管理） 

第１９条  活動にあたっては、活動内容に応じた服装、安全具の装着のほか、活動日の健

康状態、自身の安全衛生に留意いただくとともに、公園利用者の安全についても

十分に留意して下さい。 

第９章 その他 

（個人情報の取扱い） 

第２０条  各登録手続きによって提出された個人情報（氏名、住所、連絡先）は、認定にか

かる公園事務所への協議、活動に関する連絡のためのみに用い、その他の用途

には使用しません。 

２  活動により取得した公園利用者の個人情報については、事業者において適切に

管理します。 

（著作権の取扱い） 

第２１条  本会活動において制作・撮影された作品等の著作権は、事業者に帰属します。 

付 則   

  この規約は、平成○○年○月○日から施行します。 
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石舞台駐車場平面図 

 
①【臨時売店の出店箇所】（既存売店がある場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②【県道移設による閉鎖時の代替売店の出店箇所】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③【臨時売店・代替売店の出店箇所】（既存売店が閉鎖の場合） 

閉鎖 

代替売店 

臨時売店 

閉鎖 

臨時売店 

別添 15 

代替売店 

※臨時売店の詳細な配置は協議を行うこと 
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平成  年度 　役職 

確認印 月日 業務内容 実働時間
(分）

備考

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

小計 ： ： 0

累計 ： ：

開始時刻 終了時刻

収益施設等の管理に関する勤務実績簿

　氏名

様式４
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事故情報記録 

事故発生日時・場所 

事故発生日時 平成  年  月  日 

午前・午後  時  分頃 

天候  

公園名  公園種別  

所在地  

管理者  

負傷者 

ふりがな  年齢   歳  ヶ月 

氏名  性別  

受傷内容 

負傷した部位 

（頭部、大腿骨 等） 

種類 

（打撲、骨折 等） 

程度 

（全治１か月 等） 

   

   

   

事故概要 

公園施設名  設置年月 昭和・平成  年  月 

事故発生箇所  製造・施工者  

直近の日常点検 平成  年  月  日 点検者  

直近の定期点検 平成  年  月  日 点検者  

事故発生の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生の要因  

 

 

 

 

 

 

保護者等の見守

り状況 

 

 

地面の状態、
遊具の構造、
利用者の行
動、服装・持
ち物 等 

様式５ 
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当該施設の写真・図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□別紙添付あり □別紙添付なし 

事故発生後の対応 

負傷者の 

救助内容 

応急手当  

搬送  

当該施設の 

措置の内容 

応急措置 

 

 

 

 

本格的な措置 

 

 

 

 

関係機関への 

通報・連絡 

□消防 □警察 □都道府県・国土交通省 

備考 

 

 

 

記録者 

氏名  所属  

（特に、事故発生の要因や事故発生時の状況は詳しく記載するとよい） 
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